
大田、浜田、益田医療圏計画 

- 1 -

島根県 地域医療再生計画 

(隣接の密接な連携を持つ大田・浜田・益田医療圏) 

 

～ 医師をはじめとした医療従事者の確保を重点化 ～ 

 

 

 

  島根県は、6,707 平方ｋｍの県土を有し（東京都の約 3 倍）、その県土は東

西約 230 キロメートルと横長である。県東部の県庁所在地松江市から県西端の

津和野町まで、 JR 特急を利用して約３時間、車で約４時間を要し、交通の便

には恵まれておらず、７つの医療圏を設定している。また、離島を含め、広範

な中山間地域を抱き、過疎地域では古くから医師不足という問題を抱えている。 

 平成１８年の人口１０万対医師数は、２６３ .１人で全国平均２１７ .５人を

上回っている。しかし、医師の約７割が、松江医療圏（県庁所在地）と出雲医

療圏（大学病院所在地）の２圏域に集中し、他の５つの医療圏域は医師不足が

深刻で、人口１０万対医師数も全国平均を下回っている。 

 地域医療再生計画においては、医師不足が深刻な「浜田医療圏、益田医療圏

大田医療圏の県西部地域」と「県東部の医師不足地域（隠岐医療圏・雲南医療

圏・安来市）」を対象地域とする。 

 

 

 

 本地域医療再生計画においては、隣接の密接な連携を持つ大田、浜田、益

田医療圏を含む県西部地域を対象地域とする。 

 浜田医療圏は、県西部に位置し、その浜田医療圏の西側に益田医療圏、東側

に大田医療圏が位置している。３つの医療圏を合わせて、面積 3,579 平  方キ

ロメートル（東京都の 1.6 倍）、人口１８万８千人を有している。１９８５

年には最大人口約２６万７千人を有していたが、近年、人口構造の変化に伴

い、少子高齢化が深刻になってきており、特に高齢化率は３３．２パーセン

トで、全国平均を大きく上回っている。 

 医療については、浜田医療圏には県西部地域唯一の救命救急センターであ

る国立病院機構浜田医療センター（病床数３５４床）があり、益田医療圏に

は、県西部唯一の周産期母子医療センターである益田赤十字病院（病床数３

２７床）があり、大田医療圏には大田市立病院があり、それぞれ各圏域の中

核的病院として、圏域の医療を支えてきた。 

 しかし、全国的な病院勤務医師の不足を受け、各病院とも医師数が減少傾

向にあり、例えば、浜田医療センターでは神経内科医が不在、益田赤十字病

院では消化器内科が激減、大田市立病院で、循環器内科・消化器内科が不在

となるなど、各病院単独で圏域の医療を支えて行くことが困難となり、各医

療機関が連携しながら、県西部の医療崩壊を食い止めている。また、３つの

１．島根県の医療提供体制の概要 

２．対象とする地域 
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圏域がそれぞれ交通の便の悪い広範な中山間地域を抱えており、高齢化率も

高く交通弱者が多いため、医療機関のさらなる重点化・集約化も困難であり、

医師等の医療従事者を確保し、地域医療を維持するため計画を策定する。 

 

 

 

 本地域医療再生計画は、平成２２年１月８日から平成２５年度末までを対象

として定めるものとする。  
 

 
  

 

【医師数について】 

  

(1) 平成２０年における本県の病院に勤務する現員医師数は県全体で８７

６.４人、浜田医療圏は１１病院で１１６.８人、益田医療圏は５病院で

８３.２人、大田医療圏は５病院で５７.４人、対象地域の病院勤務医師

数は、２５７.４である。 

  ※現員医師数：非常勤医師も常勤換算して算入 

(2) 同様に平成１８年における本県の病院に勤務する医師は県全体で８９

６.９人、浜田医療圏は１１５.６人で、益田医療圏は９６.２人、大田医

療圏は６０.９人で、対象地域合わせて２７２.７人である。 

 この３年間に県全体で２０.５人減少し、そのうち１５.３人が本計画の

対象地域である県西部地域からの減少となっており、県内においても病

院に勤務する医師の減少が著しい地域である。 

(3) 平成２０年の対象地域の診療科別の病院勤務の現員医師数については、

内科９２.８人、精神科２５.３人、小児科１２.９人、外科３４.６人、

整形外科２３.１人、脳神経外科８.７人、皮膚科３.２人、泌尿器科９.

３人、産婦人科１４.８人、眼科３.９人、耳鼻咽喉科２.１人、リハビリ

テーション科４.２人、放射線科８.０人、麻酔科９.１人、その他の診療

科５.４人である。平成１８年度と比較して、減少数の多い診療科は、内

科▲８.３人、外科▲５.３人、放射線科▲４.６人、泌尿器科▲３.０人

などであるが、ほとんどの診療科で医師数が減少しており、特定診療科

のみの問題ではなく、医療提供体制の存続の問題となっている。 

 また、同様に本県における平成２０年度の診療科別の病院勤務の現員

医師数については、内科３０１.３人、精神科７９.８人、小児科４３.１

人、外科１１９.３人、整形外科８２.１人、脳神経外科２５.４人、皮膚

科１２.９人、泌尿器科２８.６人、産婦人科４２.８人、眼科１６.７人、

耳鼻咽喉科１３.６人、リハビリテーション科 ２０.９人、放射線科２

５.４人、麻酔科３０.５人、その他の診療科３４.０人である。平成１８

３．地域医療再生計画の期間 

４．現状の分析 
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年度と比較して、減少数の多い診療科は、外科▲１０.３人、内科▲８.

３人、放射線科▲７.２人、泌尿器科▲５.１人などであり、対象地域の

減少傾向と似通っており、県全体の減少傾向に対象地域の影響が色濃く

表れている。 

 

【看護職員数について】   
 

(4) 平成２０年末現在における就業看護職員数（看護師、准看護師、保健  
師、助産師）は、県全体で１０,６７０人であるが、そのうち県西部地域  
全体では３,２０１人であり、浜田医療圏は１,４１０人、益田医療圏は、  
１,０２４人、大田医療圏は７６７人である。 

 平成１８年末現在と比較すると、この２年間で県全体では３.１％増加

しているが、浜田医療圏こそ５.２％増と県平均を上回る伸びを見せてい

るものの、益田医療圏は０.６％の減、大田医療圏は０.９％の減となって

おり、対象地域全体でも１．８％の増にとどまっている。 

(5) 一方、人口１０万人対では浜田医療圏は１,６１８人、益田医療圏は１,

５４７人、大田医療圏は１,２６０人である。 

   浜田医療圏と益田医療圏は全国平均（平成１８年末９６６人）、県平

均（１，４７１人）ともかなり上回っているが、大田医療圏は、全国平

均は上回っているものの県内においては雲南医療圏、隠岐医療圏と並ん

で看護職員の少ない圏域である。 

(6) 県西部地域の看護職員の構成比は、浜田医療圏が看護師５４.３％、准

看護師４０.９％、助産師１.５％、保健師３.４％、益田医療圏が看護師

５８.０％、准看護 師３５.９％、助産師１.８％、保健師４.３％、大

田医療圏が看護師５０.７％、准看護師４２.５％、助産師１.４％、保健

師５.３％である。 

   県全体では看護師６２.４％、准看護師３１.５％、助産師２.１％、保

健師４.０％であり、各医療圏とも看護師の比率が低く、准看護師の比率

が高いことが見て取れ、特に大田医療圏において顕著である。 

(7) 県西部地域の看護職員の勤務場所の構成比は、病院５４.０％、診療所

１９.６％、介護施設１３.８％、訪問看護ステーション３.１％、その他

９.５％であり、県平均に比較して病院の比率が若干低く、診療所、介護

施設、訪問看護ステーションの比率が若干高い。 

なかでも、大田医療圏は、病院４５.４％、診療所２２.３％、介護施設  
１７.９％、訪問看護ステーション３.４％、その他１１.０％であり、そ

の傾向が強い。 

(8) 男性看護職員の比率（助産師除き）は県全体では３.３％であるが、浜  
田医療圏が５.３％、益田医療圏が３.５％、大田医療圏が４.０％といず

れも比較的高く、とりわけ浜田医療圏は県内で最も高比率であり全国平

均（平成１８年末５.０％）も上回っている。 
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【医療提供施設について】 

 

(9) 対象地域の病院数は、平成２１年４月現在、２１機関で、一般診療所  
数は平成２１年４月現在２５９機関、そのうち有床診療所は、３０機関  
となっている。 

(10) 平成２１年４月における療養病床及び一般病床の基準病床数は２,７  
０８床であり、既存病床数は２,８４７床で、１３９床が過剰病床数とな  
っている。 

(11) 対象地域の病床利用率は、74.9％と県平均をやや下回るが、平均在院  
日数は 19.84 日と県平均並みである。 

(12) 対象地域の中核的役割を担う医療機関の施設整備については、済生会  
江津総合病院が平成 18 年に新築移転し、浜田医療センターが平成 21 年  
10 月に新築開院予定であり、益田赤十字病院では新病院整備が計画され  
ている。 

 

【医療連携体制について】 

 

(13) ４疾病５事業を中心として各医療機関の役割分担は明確になってお

り、それぞれの医療機能が維持・確保されることが重要である。 

 
 ［救急医療体制］ 

(14)   初期救急については、かかりつけ医をはじめとして、市立休日応急診  
療所（浜田医療圏、益田医療圏）や在宅当番医制度（大田医療圏、益田

医療圏、浜田医療圏）により対応している。 

(15)  入院治療に対応する二次救急については、大田市立病院、公立邑智病  
院（大田医療圏）、済生会江津総合病院（浜田医療圏）、益田赤十字病  
院、益田地域医療センター医師会病院、六日市病院（益田医療圏）とい  
った救急告示病院が担っている。大田医療圏や益田医療圏の県境近くの  
地域においては、市立三次中央病院、山口赤十字病院、済生会山口総合  
病院もその役割を担っている。救急搬送については、搬送先医療機関は  
適切に対応しており、いわゆるたらい回しの問題は起こっていない。 

(16)  重篤な患者に対する三次救急は、救命救急センターである浜田医療セ

ンター（浜田医療圏）や県東部の県立中央病院、島根大学医学部附属病

院（出雲医療圏）が対応している。大田医療圏や益田医療圏の県境近く

の地域においては、安佐市民病院、広島市民病院、岩国医療センターも

その役割を担っている。 

 

 ［周産期医療体制］ 

(17)  周産期における比較的高度な医療を浜田医療センターや済生会江津
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総合病院、地域周産期母子医療センターでありＮＩＣＵ４床をもつ益田

赤十字病院が担い、それに大田市立病院、公立邑智病院を加えた医療機

関が正常分娩を扱っている。 

(18)  高度な医療を要するリスクの高い分娩については、県東部の島根大学

医学部附属病院や総合周産期母子医療センターである県立中央病院が対

応している。 

(19)  県東部への急患搬送については、受け入れ先病院の医師同乗による防

災ヘリを利用した搬送や周産期ドクターカー等により対応している。 

［小児救急を含む小児医療体制］ 

(20)  小児医療については、圏域内の診療所を中心に、かかりつけ医にかか

ることを基本とし、初期小児救急は、それに加え市立休日応急診療所（浜

田医療圏、益田医療圏）や在宅当番医制度（大田、益田、浜田医療圏）

でも対応している。 

(21)  入院を要する小児救急や小児専門医療は、大田市立病院、公立邑智病

院、済生会江津総合病院、西部医療福祉センター（浜田医療圏）、益田赤

十字病院が担っている。 

(22)  重篤な小児救急患者や高度な小児専門医療については、対象地域の浜

田医療センターや県東部の県立中央病院、島根大学医学部附属病院が対応

している。 

  

［がん対策］ 

(23)  浜田医療センター及び益田赤十字病院ががん診療連携拠点病院 

（Ｈ２１年度現在）となっており、その２病院と済生会江津総合病院が 

専門的ながん診療を担い、大田市立病院、公立邑智病院、益田地域医療セ

ンター医師会病院、六日市病院が国内に多いがんの治療を行う医療機能を

担っている。 

(24)  がん検診については、がん治療を行う医療機関での検診の他、厚生

連、環境保健公社が巡回検診を実施している。 

 ［その他］ 

 (25) 島根県保健医療計画において、圏域ごとに、初期の医療から入院を

要する医療、そして高度・特殊な医療まで、それぞれの段階における役割

分担を明確にしている。 

 (26) 医療機関の役割分担に基づいて、効果的な連携を図っていくために、

地域連携クリティカルパスの策定・運用の検討や、地域における諸課題解

決のための方策を検討する地域保健医療対策会議や部会を各圏域におい

て開催している。 

 (27)「島根県小児科救急電話相談事業」（県事業）や「ますだ健康ダイヤ

ル２４」（益田医療圏）による県民相談の窓口を設けている。 

 (28）平成 14 年に構築され、全県的に展開されている地域医療ネットワー

クシステム「医療ネットしまね」をベースに、かかりつけ医や周産期医療
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機関が適切な連携を行って充実した医療を提供するための母子周産期ネ

ットワークや特定検診システムを構築している。 

 (29) 医療機関、医師会、保健所、市町村等が連携協力し、地域における

救急医療体制や役割分担の検討や住民の啓発を実施しており、市民参加型

のシンポジウムが開催される等地域が一体となって地域医療を考える動

きが各圏域で出ている。 

 

 

 

 本計画対象地域の医療提供体制については、急性期～回復期～慢性期の

各段階において、それぞれの医療機関が担う役割は明確化されている。 

 しかし、医師、看護職員等の医療従事者の不足により、その役割が十分

に果たすことができないことが課題となっている。 

 そのため、医師、看護職員の確保が必要であり、また、医療用のヘリコ

プターや遠隔画像診断などマンパワー不足を補うための体制整備をはかる

必要がある。 
 

【医師について】 

 

(1) 対象地域の病院勤務医は、県や全国平均と比較して、人口１０万人当た  
り医師数が少なく、またここ３年間でも減少しており、地域医療の確保の

ためにはその傾向に歯止めをかける必要があり、対象地域の医療を確保す

るうえで、医師の確保は喫緊の課題である。 

(2) 県独自で行っている勤務医師実態調査（H18～）によれば、平成 20 年

10 月 1 日現在で、対象地域で必要な病院勤務医師数は３７２.９人、現員

数は２５７.４人、差引不足数は１１５.５人で、現員数を必要数で除した

充足率は６９.０％となっている。 

  全県ベースでは、必要数１１４６.４人、現員数８７６.４人、差引不足

数２７０.０人、充足率７６.４％であり、県内おいても対象地域の不足が

顕著となっている。 

(3) 「充足率」の視点で診療科別に見ると、県全体としてリハビリテーシ

ョン科（57.7％）、救急（62.0％）、耳鼻咽喉科（63.0）の充足率が低い。 

  また、「不足数」の視点で見れば、内科（98.7 人）、外科（28.5 人）、

整形外科（17. 1 人）の順で不足数が多い。 

 「地域に密着して医療を提供すべき診療科」という視点では、周産期分野

の小児科（13.9 人）や産科（10.5 人）、透析管理を行う泌尿器科（9.1

人）なども不足が顕著である。 

   対象地域では、前述の診療科以外においても、医師が不足しており、ま

た、診療科を１人の医師が担っているケース（いわゆる「１人医長」）が

多く、医師ひとりの減少がその診療科機能の廃止に繋がる。 

５．課 題 
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(4) 古くから医師不足という課題を抱えている島根県では、平成４年に「へ 

き地勤務医師確保協議会（現在の地域医療対策協議会の前身）」を設置し

て以来、現役の医師を「呼ぶ」、地域医療を担う医師を「育てる」、現在

地域医療を担っている医師を「助ける」という３つの柱で、様々な医師確

保対策を行ってきた。 

  平成９年から「ドクターバンク（現在「赤ひげバンク」と呼称）」、平

成１０年から「防災ヘリを活用した本土医師同乗による離島救急患者緊急

搬送」、平成１１年から「遠隔医療支援システム」、平成１２年から「へ

き地代診医制度」、平成１４年から「奨学金制度」「地域医療実習」を開

始し、平成１８年からは「医師確保対策室」を設置し、医師を含め担当者

７人で対策を行い、平成１４年からこれまで４３名の医師を県外から招聘

しているが、課題解消には至ってはいない。課題の解消には、併せて、地

域医療を担う使命感意欲を持った多くの医師を養成することが必要であ

る。 

(5) 島根県では、平成１４年からこれまで奨学金の貸与を受けた医学生が

９２人おり、平成２１年度には、そのうち８名が医師（以下「奨学金医師」）

となり、県内医療を支え始めている。今後、貸与を継続すれば、平成２６

年度には、奨学金医師が８０名、平成３０年度には１９０名となり、全て

の奨学金医師がこの対象地域で勤務するわけではないが、医師不足解消の

大きな一助となると考えている。 

(6) 対象地域の医療を確保するためには、これまで継続的に行ってきた医

師養成の成果が大きく現れる平成２６年度までの間に効果の発現が期待

できる集中的・即効性のある医師確保・養成対策が重要である。そのため、

初期・後期研修医を対象とした取組や効果の発現が早い奨学金制度などの

対策が必要である。 

 

【看護職員について】 

 

(7) 本県では、就業看護職員の絶対数の増加にもかかわらず、平成１８年

の７対１入院基本料の新設に伴い、離島・中山間地域や中小病院を中心に

看護職員の確保が困難な状況が発生している。 

   ことに県西部の３医療圏では、平成１９年以降、看護職員不足により４

病院において計１７３床の病棟休止を余儀なくされ、圏域における医療機

能に深刻な支障が発生している。東部地域ではこのような事態は生じてい

ない。 

(8) 平成１８年末以降の２年間で看護職員数は県全体では３.１％増加し

ているのに対して、益田医療圏は０.６％の減、大田医療圏は０.９％の減

となっており、県西部地域全体でも１.８％の増にとどまっている。 

   人口１０万人対でも、県平均１，４７１人に対して、大田医療圏は１，

２６０人と大きく下回っている。 
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(9) 平成２０年度に病院を対象に実施した｢看護職員実態調査｣によると、

県西部地域や離島中山間部の病院では採用計画の充足ができていない。

県全体の計画充足率が９０％であるのに対して、大田医療圏は６２％、

浜田医療圏は６７％である。 

   加えて、４月の新卒採用者は、約半数が出雲医療圏へ集中し、県西部

地域では新卒採用者の２３％しか確保できていない。 

(9) また、県全体の離職率は８.６％であるが、益田医療圏は９.６％と県 

全体を上回っている。 

   さらに、新卒者の１年以内の離職率は県全体で８.９％であるが、これ

も大田医療圏が２０.０％、益田医療圏が１２.０％と上回っている。 

(11) また、県全体で中途退職者数の４分の１程度（２４％）しか年度内に

代替職員を確保できていない。対象地域においても同様の状況であり、

６５名の中途退職者のうち４９名は年度内に補充することができていな

い。 

    休職者についても、県全体で休職者数の５分の１程度（２１％）しか

年度内に代替職員を確保できていない。大田医療圏は２０名の休職者に

対して補充ゼロ、益田医療圏は２５名の休職者に対して補充１名と深刻

である。 

(12) 同調査では、勤務環境の改善の面も含めると、県内病院全体でさらに

３４０名程度（部署間調整後。現員数の５.６％）の看護職員が必要と回

答があった。 

   県西部地域においても、浜田医療圏で４８名、益田医療圏で５０名、

大田医療圏で１８名が必要とされており、特に益田医療圏は現員数の８.

１％相当と大きく不足している。 

(13) 平成２０年度に産婦人科病院・診療所を対象に実施した「助産師の配

置に関する実態調査」によると、県全体で現員数の３５％に相当する６

７名もの助産師がさらに必要と回答があった。平成１８年度に実施した

同様の調査より１０名余り医療機関が考える不足数が増加している。 

   その４割が対象地域であり、浜田医療圏が１４名、益田医療圏が１０

名、大田医療圏が３名の不足となっている。 

(14) このような状況から、県内からの県内養成施設への進学促進、看護学

生の県内就職促進、勤務環境改善による離職防止、就業支援による離職

者の再就業促進など、看護職員を「育て」、「呼び」、「助ける」幅広

い看護職員確保に向けた取り組みが必要である。  
 

【医療提供施設について】 

 

(15) 基準病床数をみると医療圏全体では病床は過剰であるが、それぞれの

医療機関が地域医療に果たすべき役割を持っている。医師不足等により、

本来果たすべき医療機能の確保が難しくなっている状態にあり、医療機
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関連携を一層推進して、機能確保に努めていくことが求められている。 

(16) 各圏域において中核的な役割を担う医療機関については、新築整備さ

れた医療機関も多いが、老朽化、狭隘化している施設もあり、担うべき

医療機能が的確に果たせるように適切な施設・設備整備を図る必要があ

る。 

(17) 医師不足等による診療機能低下等により、医療機関の運営も厳しくな

っており、担うべき役割を確保していくため、適切な支援をしていく必

要がある。 

 

【医療機能の確保・連携体制について】 

 

(18) 各圏域の中核病院では、休日、夜間のみならず通常の平日においても

過度な集中がみられ、医師等の負担感が増す一因となっている。 

(19)  島根県保健医療計画（H20年4月作成）では、限られた医療資源の中

で患者により良い医療が提供されるためには、プライマリーから３次医

療までの医療機能の分化と連携が重要で、圏域、県境を越えた医療連携

の具体的な取り組みを地域の実情に応じて推進することとしている。 

(20) この５年間で救急告示病院が１病院減少し、医師不足により救急医療

体制が厳しくなっている中、年間救急患者数の内、入院患者の割合は、

１６.５％（圏内救急告示病院）であり、病院への軽症者受診の抑制が

課題となっている。かかりつけ医受診等適切な受診等について、引き続

き住民への周知を図っていく必要がある。 

   対象地域では中山間地を多く抱えており、現場から救急告示病院まで

の搬送に１時間以上要する地域や重篤な患者の救命救急センターへの搬

送に１時間以上要する地域もあり、搬送体制の強化が必要である。また、

医師不足等による医療機関の機能低下により、圏域内で重症外傷や心筋

梗塞、脳梗塞等の決定的な処置を行うことが困難なケースもあり、その

対応が求められている。県東部の病院への患者転院搬送については、救

急車のほか、防災ヘリ等を活用した搬送先病院の医師搭乗によるヘリ搬

送も実施しているが、今後、現場救急による救命率向上を図り、一層の

医療機関連携が求められる中での広範な患者搬送に応えるため、ドクタ

ーヘリの導入が求められている。ドクターヘリの導入・運用をしていく

中で、深刻化する医師不足に対応する派遣医師等スタッフの搬送等も含

めた、島根県の医療の実情を踏まえた有効活用を図っていく必要がある。 

   また、救急医療をはじめ、県境を越えた医療連携の促進も必要である。 

(21) 平成１５年に分娩を取り扱う医療機関が６病院と４診療所であった

のが、平成２１年には５病院のみとなっており、産科医の負担が増加す

るとともに、益田医療圏においては里帰り分娩を休止せざるを得ない状

況が生じている。 

中山間地での産科医療機関継続のための支援や、助産師外来や院内助産
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を促進する等、限られた医療資源を一層有効に活用していく必要がある。 

(22) がん対策については、検診体制の充実による予防・早期発見が重要で

あるが、受診率が低いことから予防啓発と検診率の向上に取り組む必要

がある。これに合わせて未実施の地域がん登録を実施し、精度の高い検

診の実現を図る。 

    また、がん医療情報提供については、県西部でのがん診療連携拠点病

院は１ヶ所（H22 年４月～）しかなく、少なくとの圏域１ヶ所のがん情報

提供機能の整備が求められる。 

(23) 各医療機関が果たすべき医療機能を維持していくために、引き続き地

域連携クリティカルパスの策定・運用の推進をはじめ、地域の課題解決

に向けて関係機関の情報共有、連携強化を進めるとともに、地域医療を

支援するための地域が一体となった取組みを広げていく必要がある。  

(24)  既に「医療ネットしまね」をベースとした診療予約システムや遠隔

画像診断システム、遠隔医療支援システム等各種システムのネットワー

クが全県に展開されているが、医師不足等による医療機関の機能低下を

補完し、限られた医療資源を有効活用するためにＩＴを活用した医療連

携を一層推進する必要がある。 

 

 

 

  役割が明確化された各医療機関がその機能を果たせるよう、医師、看護師

等の医療従事者を確保すると共に、マンパワー不足を補うための対策を実施

することにより、対象地域の医療提供体制の維持を図る。 
 

【医師について】 

 

病院に勤務する医師の充足率を７５％まで引き上げる。 

 

【看護職員について】 

 

第７次看護職員需給見通し（平成２２年３月中間取りまとめ予定）に基づく

各医療圏の需要数を確保する。 

 

 

 

 

１．医師の確保対策                           

 

■県全体で取り組む事業                       

（１）現役の医師を「呼ぶ」対策 

６．目 標 

７．目標達成のための具体的実施内容 
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  ①【県外からの医師の招聘】 

   事業期間  平成２１年度から平成２５年度まで 

総事業費  ８４，５１９千円  
国庫負担  ８，４４０千円  
基金負担 ２１，９７９千円  
県負担  ５４，１００千円 

 
（目的） 

 医師不足の解消には、地域医療を担う使命感意欲を持った医師を養成し

ていく必要があるが、その効果の発現にはまだ時間がかかる。現在の医師

不足を少しでも緩和し、地域医療の崩壊を食い止めるため、県外からの現

役の医師の招聘することも必要である。 

 本県では、これまで医事専門誌やインターネットの転職サイトなどの各

種広報媒体や大学医学部同窓会、医師会、県内高校同窓会など様々なネッ

トワークを活用して県外医師の情報収集を行い、その情報を元に県外での

出張面談や地域医療視察ツアーなどを実施し、医師の招聘に努めてきたが

（H14～H20 実績:計 43 名）、医師不足の深刻化状況を踏まえ、インターネ

ットを活用した情報収集や出張面談を強化すると共に、取得した情報を一

元的に管理するシステムを構築する。 

 また、大都市の一部の大規模な病院に集まっている若手医師等を県内の

中核的病院に招聘するため、派遣元の病院の逸失利益を負担する制度を設

ける。さらに、地域医療機関での勤務を前提に、中核的病院での研修を行

う医師に対しては、研修を行う病院に対し、指導経費等への支援を行う。  
                                                  
（内訳） 

・各種広報媒体を活用した情報収集  
 ・県外の医学生や研修医への PR（合同説明会や交流会の開催） 

                    ４４，４１５千円  
  国庫負担  ８，４４０千円 

基金負担 １３，４７５千円 

県負担   ２２，５００千円 

 ・県外大規模病院からの医師招聘に伴う損失補填等  

                                   基金負担       －千円 

 ・出張面談、地域医療視察ツアー（既存事業分）  
県負担    ３１，６００千円 

                                         
  （２）将来の地域医療を担う医師を「育てる」対策 

①【医学生への奨学金の拡充】 

    事業期間  平成２２年度から 

総事業費  ３７１，４７１千円  
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基金負担 １２４，６５８千円  
県負担  ２４６，８１３千円  

 

 現在本県では、島根大学地域枠推薦入学者を対象とした奨学金や平成２

１年度からの緊急医師確保対策枠の奨学金、出身地・大学を限定しない奨

学金など２８人枠を設定しているところである。 

 この度の「経済財政改革の基本方針２００８」及び「経済財政改革の基

本方針２００９」の方針を受け、島根大学医学部で１０人、鳥取大学医学

部で島根県枠として２人の入学定員が増加しており、この増加分に対応し

た奨学金や医師不足が深刻な診療科に限定した奨学金制度を、既存制度を

再構築したうえで新たに設定し、３２人枠を確保したが、さらに、「新成

長戦略」による平成２３年度医学部入学定員が、島根大学医学部で２人、

鳥取大学医学部で島根県枠として２人増加、平成２４年度医学部入学定員

では、鳥取大学医学部で島根県枠として１人増加すること、及び不足診療

科向け奨学金の枠の増も含め、３２人枠を４０人枠に拡大する。 

 また、奨学金の貸与を受けた医学生・医師がこれまで９２人おり、さら

に、毎年度３０人程度増加していけば、その債権管理には大きな労力が必

要となってくるため、債権管理を効率的に行うための管理システムを構築

する。 

（事業内容） 

＜既存事業分＞ 

 ・大学を問わない医学生向けの奨学金（平成２１年度までの貸与者に係

る継続貸付金） 

                  県負担  ５４，０００千円 

 ・島根大学医学部地域枠推薦入学者向けの奨学金（１０人枠） 

                  県負担 １２６，９９０千円 

 ・島根大学医学部緊急医師確保対策枠奨学金（５人枠） 

                    県負担  ６３，５７３千円 

 ・しまね医学生特別奨学金（２人枠） 

                    県負担   ２，２５０千円 

＜再生計画（新規）事業分＞   

・島根大学医学部「経済財政改革の基本方針 2008」による増員（５人）

向け奨学金 

                  基金負担 ３２，０２４千円 

 ・島根大学医学部「経済財政改革の基本方針 2009」による増員（５人）

向け奨学金 

                  基金負担 ２８，３９８千円 

 ・鳥取大学医学部「経済財政改革の基本方針 2009」による島根県枠（２

人）向け奨学金  
                  基金負担 １１，１８７千円  
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 ・島根大学医学部「新成長戦略」による増員（２人）向け奨学金 

基金負担  ８，０４６千円 

 ・鳥取大学医学部「新成長戦略」による島根県枠（２人）向け奨学金  

基金負担  ２，８２３千円  
・鳥取大学医学部「平成24年度医学部入学定員増」による島根県枠（１

人）向け奨学金          基金負担      －千円 

 

 ・不足診療科向け奨学金（８人枠） 基金負担 ４２，１８０千円 

 ※（  ）の貸与枠は、２つの再生計画（東部及び西部）の貸与人数 

 

 

②【後期研修医の確保・定着対策】 

事業期間 平成２２年度から平成２５年度まで 

総事業費 １３３，３２６千円（基金負担） 

  

（目的） 

 医師不足の解消には、地域医療を担う使命感意欲を持った医師を養成

していく必要があるが、医学生への働きかけは、その効果の発現に時間

がかかる。現在の医師不足を少しでも早く緩和し、地域医療の崩壊を食

い止めるため、後期研修医を確保し、県内定着を誘導する必要がある。 

 本県の初期臨床研修医数は、４０名～６０名程度で推移しており、後

期研修医数は、毎年、初期臨床研修医数の概ね７割程度となっている。

この県内定着率を高めるため、初期臨床研修医に対し、初期研修後、県

内の指定する医療機関で、一定期間の勤務（後期研修）することを返還

免除条件とした研修資金貸付制度を新たに設ける。 

 また、後期研修医の多くは、県内においては嘱託職員として雇用され

ている例が多く、県内定着を誘導するためには、経済的支援も重要であ

る。そのため、後期研修医に対し、後期研修終了後に県内の指定する医

療機関での一定期間の勤務を返還免除条件とする研修資金の貸付制度

を新たに設ける。 

 後期研修医の確保には、プログラムの充実も必要であり、国内留学制

度や研修に必要なシミュレーター等の機器整備を行う 

  また、外科や産科などの医師不足が深刻な状況にある診療科につい

て、働きやすい環境の整備や当該診療科を目指す若手医師などに対して

県内医療機関が連携した地域密着型の養成システムを構築するために、

医師、各医療機関、行政、大学が協調して活動できる場としてのネット

ワーク作りに対して支援する。 

 

（内訳） 

・初期研修医向けの研修資金  基金負担  ２２，２００千円 
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・後期研修医向けの研修資金  基金負担  ９１，５００千円 

・後期研修プログラムの充実に向けて研修期間中の国内留学を支援 

                基金負担     ２５１千円 

・研修用医療技術トレーニング用の設備を支援 

基金負担  １５，０００千円 

      ・専門医、指導医の資格取得や研修指導医への支援 

基金負担   ４，３７５千円 

 ・診療単位でのネットワーク作りへの支援 

                基金負担       －千円 

 

③【教育機関と連携した医師確保対策】 

事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで 

総事業費  １２０，０００千円（基金負担） 

 

（目的） 

 これまで貸与してきた奨学金のうち、約９割が島根大学の医学生であ

り、今後もその傾向は続くと想定され、また、県内勤務という返還免除条

件を満たすためには、多くの奨学金医師が島根大学勤務すると考えてい

る。これまで以上に大学と県内医療機関との連携を強化し、その奨学金医

師の県内医療機関への適正配置については、本人希望や地域医療機関の状

況などを踏まえたうえで、大学との複雑な調整が必要となってくる。その

ため、その調整を行う講座を寄付講座として島根大学に設置する。 

 また、医師に地域に長く定着してもらうには、スキルアップのための研

修機会を確保することも必要であり、地域医療人育成のための魅力ある講

座を島根大学に設置する。併せて、必要となる機器整備への支援を行う。 

 

（事業内容） 

島根大学寄附講座の設置  

 

④【大学での地域勤務医師の育成のための体制強化】 

  事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで 

  総事業費  ３３６，４００千円（基金負担）       

 

（目的） 

 県内の病院に勤務する医師の７割が大学からの供給であり、地域医療

を維持していくためには、大学の果たす役割は大きく、大学における卒

前・卒後教育、臨床、研究といった大学の機能を強化し、魅力あるもの

にしていく必要がある。  
 そこで、大学での地域勤務医師育成のため、大学の指導医、専門医の

スキルアップや研修医の研修内容の充実など医育機関としての指導体制
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等の充実に向けた支援を行う。  
さらに、厳しい状況にある県西部の周産期医療提供体制を確保するた

め、それを支える大学の産科医育成の体制・環境整備などに対する支援

を行う。 

 

（事業内容） 

大学での地域勤務医師育成のための体制整備に向けた支援 

大学における産科医師育成のための支援 

   

■対象地域で取り組む事業                       

  （１）将来の地域医療を担う医師を「助ける」対策 

 
①【対象地域医療機関への勤務誘導対策】       

事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費  ３００，６４０千円  
                 基金負担   １９０，５７０千円  

               事業者負担 １１０，０７０千円  
 

（目的） 

 対象地域の医療機関は、中山間地域の中小の医療機関なども多く、そのよ

うな地域へ医師の着任を誘導するためには、魅力あるインセンティブが必要

である。  
そこで、診療をしながら医師のスキルアップを図ることができるよう研修

資金の支援を行う。 

また、対象地域の病院では、医師不足により、主に大学付属病院からの非

常勤医師の応援を受け、診療体制を維持し、日直・当直の当番医を確保する

ことが常態化している。県外の大学付属病院からの応援も多い。病院経営上、

その交通費負担が大きな負担となり、そのため、必要な非常勤医師を雇用で

きず、常勤医師の負担が増加し離職に繋がるなど悪循環が生じている。根本

解決は、常勤医師の確保だが、これまでの「育てる」対策の効果が発現する

までは、その交通費負担への支援を行う。 

 

（事業内容） 

 ・地域勤務医師の研修資金への支援 基金負担  ６６，０００千円 

 ・非常勤医師の交通費への支援                            

 ２２０，１４０千円 

                    基金負担  １１０，０７０千円 

事業者負担  １１０，０７０千円 
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２．看護職員の確保対策                         

 

■県全体で取り組む事業                        

 

（１）県内進学促進対策（県内養成所の魅力向上）  

 

①【養成所専任教員の資質向上のための研修事業】  

   事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費  ５，４０９千円（基金負担）  

 

（目的）  

  専任教員は、カリキュラムをより効果的に教授することや、各教育課程で

示された看護基礎教育卒業時に全ての学生が修得しておく必要がある技術

項目について、学生に適切な技術指導を行い、確実に到達目標に導くことが

求められている。  

 このため、専任教員は専門領域における教授方法の研修や、看護実践現場で

の研修を受け、自己研鑽に努めることとされており、研修を受けることによ

り、質の高い教員の育成を図る。  

 

（事業内容）  

  専任教員の資質向上に繋がる各種研修等を受講するための経費負担及び

当該職員が研修を受講する期間にかかる代替職員を雇用する経費負担を支

援する。  

 

②【養成所専任教員と看護師の人事交流支援事業】  

  事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費  ２，８６３千円（基金負担）  

 

（目的）  

 新カリキュラムが求める看護実践能力を身につけた看護職員を養成する

ためには、教える側の専任教員についても、より実践指導能力を高めること

が必要である。  

 そのため、長期間臨床現場から離れている専任教員の臨床現場での研修が必

要であり、看護現場での長期研修を実施し、専任教員の実践指導能力の維

持・向上を図る。  

 

（事業内容）  

  長期間臨床現場を離れている養成所の専任教員を対象として、臨床現場の

看護師との人事交流等の長期研修を行う経費を支援する。  

 

③【養成所の教育環境整備事業】  

 事業期間  平成２２年度及び平成２５年度中 

 総事業費  ９，２６７千円  

 

 

 

 

 

国負担         －千円  
基金負担    ５，３９１千円  
事業者負担   ３，８７６千円  
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（目的）  

 現在、看護学生は、心身への浸襲を伴う看護技術を、患者自らに直接提供

する機会が得にくくなっていることから、臨地実習で獲得できる実践能力に

限界があると言われている。  

 このため、新カリキュラムでは、専門講義だけでなく、演習が強化されるこ

ととなっており、実践能力を高めるため、卒業後、臨床場面等で実施する機

会が多い技術を、学内で演習し実施できるまでの技術力を高めることが求め

られている。  

 そのため、臨床場面を疑似体験できるような用具（教材）の環境整備を行い、

より質の高い授業を学生に提供する。  

 また、県内養成所の多くは、建設から相当年数を経過して施設の老朽化が

顕著になっている。  

 このため、定期的な維持修繕を行い、建物の寿命を延命化することが必要で

あり、建物リフレッシュ（修繕）工事を実施することにより、教育環境を整

備し、県内養成所のイメージアップを図る。 

  さらに、狭隘な図書室の拡充等、養成所の施設改修を支援し学習環境の充

実を図る。 

  

 

（事業内容）  

新カリキュラムへの対応等看護実践能力強化のための備品整備及び各種

修繕・改修工事を実施する。  

 

（内訳）  

・看護実践能力強化のための備品整備  基金負担  １，０００千円  

・建物リフレッシュ（修繕・改修）     国庫補助金     －千円 

基金負担  ４，３９１千円 

事業者負担 ３，８７６千円 

 
 

（２）県内就職促進対策  

 

①【看護職員確保特別資金貸与事業】  

   事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費  １６９，４５２千円 

基金負担  ６０，６００千円  

県負担  １０８，８５２千円  

                     

 

（目的）  

 県外看護師養成施設で学ぶ看護学生をはじめとして、県内出身者であって

も県外での勤務を志向する看護学生が多い中、県内医療施設での勤務への経

済的なインセンティブを与えることで、対象地域における看護職員確保に繋

げる。  

 

（事業内容）  

 看護学生修学資金制度（各年度４０名新規貸付け）を拡充し、基金を活用
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した資金貸与枠を設ける。  

  ・再生計画事業分（新規分）  ６３，６００千円（基金負担） 
   ・既存事業分        １０８，８５２千円（県負担） 
 

 

■対象地域で取り組む事業                        

 

（１）県内就職促進対策  

 

①【新人看護職員の確保に関する支援事業】  

 事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費  １３，０３７千円（基金負担）  

 

（目的）  

 各病院が県外の養成所に出向くなど、看護学生に対する積極的、モデル的

な勧誘活動を支援することにより看護職員確保に繋げる。  

 

（事業内容）  

  新人看護職員の確保対策に積極的に取り組む先進的な病院に対して、勧誘

活動に要する経費を支援する。  

 

（２）離職防止・再就職促進対策  

 

①【離職防止・再就職促進事業】  

  事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費   ５５，８５３千円 

               国庫負担  １８，２５８千円 

基金負担  １９，０７９千円 

事業者負担 １８，５１６千円  

（目的）  

 看護職員の確保と定着を図るためには、看護職員のワーク・ライフ・バ

ランスを実現する必要がある。  

 このため、病院のユニークな発想や企画力を活かして、二交替制度や短

時間正規職員制度などの多様な勤務形態の導入による職員確保の試行を

行なったり、病院における職場研修体制のレベルアップに取り組むなど、

看護職員の離職防止・再就職促進のための事業を支援する。あわせて、よ

りよい勤務環境構築のためのアイデアを蓄積し県内病院へ情報発信する。 
 

（事業内容）  

 二交替制度や短時間正規職員制度等の試行のため新たに短時間正規職

員や代替職員を採用した場合の人件費、離職防止・再就職促進を目的とし

た職場研修充実に要する研修開催費、潜在看護師に対する復職研修や県外

看護師の県内病院へのＵＩターン促進への取り組みなど、離職防止・再就

職促進のための事業に要する経費の負担を支援する。  

 

②【先輩看護職員キャリアアップ応援事業】  

  事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費  ２３，１１４千円（基金負担）  
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（目的）  

 医療の高度化、在院日数の短縮化の傾向、医療安全に対する意識の高ま

りなどの県民のニーズの変化を背景に、臨床現場で必要とされる臨床実践

能力と看護基礎教育で習得する看護実践能力との間に乖離が生じており、

このことが新人看護職員の離職の一因となっているのではないかとの指

摘がある。  

 このため、新人看護職員が病院において指導担当看護職員から十分な職場

研修を受ける体制を構築することで、新人看護職員の離職防止を図る。  

 

（事業内容）  

 病院において新人職員を指導する看護職員がキャリアアップするため

の研修を受講するための経費、当該職員が研修を受講する期間にかかる代

替職員を雇用する経費、新人看護職員の職場研修参加経費などの負担を支

援する。  

 

③【医療従事者に対するメンタルヘルス支援事業】  

  事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費  １２，４４４千円（基金負担）  

 

（目的）  

  近年、医療技術の進歩や県民の医療ニーズの多様化により、医療現場で働

く看護職員のストレスは益々増大するとともに、夜勤を伴う勤務形態は家庭

事情などへの緊急対応は困難で、ワークライフバランスがとりにくい環境と

考える。  

 こうした状況の中で、看護職員の心の健康を支えることにより看護職員の離

職防止に資する。  

 

（事業内容）  

  臨床心理士による個別悩み相談など、メンタルヘルス対策に積極的に取り

組む先進的な病院に対して、経費を支援する。  

 

 

３．助産師の確保対策                          

 

■県全体で取り組む事業                          

 

①【助産師確保コーディネーターの設置】  

 事業期間  平成２３年度から平成２５年度まで  

総事業費   ― 千円（基金負担）  

 

（目的）  

 県外の施設で就業している助産師や県内へのＵターンを希望する有資格

者を把握して、島根県への就職を働きかける。  

 

（事業内容）  

 県内施設への就職斡旋を行うコーディネーターを設置する。  

  

計画策定後に、県内の助産師養成施設の定

員増や新たな助産師養成コースが開設され

、県内確保が見込めることから、事業実施

を見合わせ  
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②【助産師確保特別資金貸与事業】  

  事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費  ４３，８００千円（基金負担）  

 

（目的）  

  助産師養成課程で学ぶ看護学生に対して、県内医療施設での勤務への経済

的なインセンティブを与えることで、対象地域における助産師確保に繋げる。 
 

（事業内容）  

  看護学生修学資金制度（各年度４０名新規貸付け）を拡充し、助産師に特

化した資金貸与枠を設ける。  

 

③【助産師派遣・交流事業】  

  事業期間  平成２３年度から平成２５年度まで  

総事業費   ― 千円（基金負担）  

 

（目的）  

  大規模病院から圏域への助産師の派遣・相互交流を行う仕組みを構築し、

助産師外来等の開設を促進する。  

 

（事業内容）  

  大規模病院に助産師派遣枠を設けて助産師を確保し、県西部の医療施設を

中心に一定期間の派遣・相互交流を行う。  

 

■対象地域で取り組む事業                        
 

①【中高校生の一日助産師体験】  

  事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費  ９８６千円（基金負担）  

 

（目的）  

  中高校生に対して助産師の魅力をＰＲすることにより、助産師を目指す看

護学生を確保する。  

 

（事業内容）  

  助産師外来、院内助産を実施している施設が、中高校生の一日助産師体験

を受け入れるための経費負担を支援する  

 

４．医師不足を補うための対策                                         

 

■県全体で取り組む事業                        

 

 （１）勤務医の就労環境の整備対策 

①【医師事務作業補助者の雇用への支援】       

事業期間   平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費   ８７，５８０千円（基金負担分） 

事業開始時の助産師派遣想定医療機関から

の派遣が困難になり、事業実施を見合わせ  
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（目的） 

 勤務医の過重労働が医師不足の原因としてあげられる中、医師の業務を

軽減し、本来の診療業務に専念させるため、事務作業を担う医師事務作業

補助者を設置し、書類記載、オーダリングシステムへの入力など役割分担

を推進する必要がある。対象地域へ医師を供給するためには、松江圏域・

出雲圏域の医師の過重労働を軽減し、対象地域への勤務を誘導する必要が

あるため、県全体での取組みとする。 

 過重労働の抜本解決は、常勤医師の確保だが、これまでの「育てる」対

策の効果が発現するまでは、国補助事業を活用した医師事務作業補者の雇

用のための支援を行う。 

 

 ②【女性医師等の就労環境の支援】 

事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費   １，３６４千円（基金負担） 

（目的） 

  女性医師等の出産、育児等と勤務の両立を図り、医師等の離職防止、復

職支援につながる短時間正規雇用等の取組みに対する支援を行う。 

 
（事業内容） 

 短時間正規雇用等に対する支援   

 

③【地域医療を守る普及啓発支援事業】 

事業期間  平成２２年度から平成２５年度  

総事業費  ４０,４３３千円（基金負担） 

 

   （目的） 

１次、2 次・３次と段階に応じた医療機関の役割や、コンビニ受診抑

制等について、医療機関を利用する側の理解を深めていくことが重要で

ある。そのために、住民、医療機関、行政等が一体となった地域が主体

の取組みを支援して広げていくことが重要である。 

また、小中学生の頃から地元の医療状況を学ぶことで、将来、医療従

事者として地元を守ろうとする思いの醸成を図るとともに、家庭で地域

医療について話し合う機会もできることから、医療機関を利用する側の

理解がより深まることに繋がる。 

 

（事業内容） 

  ・地域、地域の医療資源が有効に機能するよう普及啓発活動を行う団体、

医師会、病院等を支援する。 

・地域医療の実情の普及啓発を図る授業等を行う小中学校を支援する。 
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④【助産師卒後教育研修プログラム構築・運用】 

   事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

  総事業費  ５，１９２千円（基金負担）  

 

    （目的）  

      新人助産師に対して経験年数に応じた実習研修を実施することにより  

  助産師本来の機能を発揮できるようにし、不足が顕著な産科医師の負担 

  軽減を図る。  

 

    （事業内容）  

     新人助産師卒後研修プログラム（助産師の経験年数別に必要な研修プ 

  ログラム）を作成し、受入実習施設において実習を行う。  

 

（２）ドクターヘリの積極的活用 

  ①【ドクターヘリ導入事業】 

事業期間  平成２１年度から  

総事業費  ４２８，２０６千円 

国庫負担 １２０，３９５千円 

基金負担 ３０７，８１１千円(注) 

（注）一部について、今後の運用益又は入札差金額等により 

発生する見込みの基金余剰額を財源とする。なお、財 

源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に 

満たないこととなった場合は、県負担により事業を実 

施する。 

 

（目的）  

      東西に細長く離島や中山間地を抱え、かつ、医師不足等が深刻な状況の

中で、患者や医師を短時間で搬送・移動できる点、振動が少なく患者の身

体的負担軽減が図れる点で医療分野でのヘリコプター利用は有効であり、

ドクターヘリを導入し、島根県の医療の実情にあった活用を行う。  

ドクターヘリを導入すれば、医師による現場での迅速な対応により救命

率の向上が図られ、一層の広域的連携が求められる中、ますます増加する

広域搬送にも有効に対応していくことができる。  

 さらに、中山間地を中心に医師不足が深刻になっている中、島根県防災

ヘリコプター等との相互補完体制を整えながら、医療スタッフ搬送等にも

活用していく。  

 また、ドクターヘリ導入に向けたインフラ整備等を整える間、チャータ

ーヘリを使った医師等スタッフ搬送等に取り組む。  

 

（事業内容）  

・導入準備調査・検討会経費（Ｈ２１年度） 基金負担    ９４０千円  

・ドクターヘリ導入に向けてのインフラ整備 基金負担 ５７，２９０千円  

 基地ヘリポート整備（格納庫、給油施設等）  

・ドクターヘリ導入に向けての運航調整経費 基金負担 １５，２０９千円 

・導入までのチャーターヘリ経費           基金負担 １６，４２３千円  
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・ドクターヘリ運航経費（2.5 年間）    ２９３，８７７千円 

基金負担  １７３，４８２千円  

国庫負担  １２０，３９５千円 

 

・格納庫及び給油施設等保守、デジタル無線化 基金負担 ４４，４６７千円 

 

（３）医療施設機能確保対策 

 ①【情報ネット地域医療支援事業】 

   事業期間 平成２４年度から 

   総事業費 １１７，５３４千円 

１１５，７２０千円（基金負担） 

  １，８１４千円（事業者負担） 

 

 （目的） 

  医師不足等による医療機関の機能低下の補完のために、離島・中山間地域 

を中心として、電子カルテシステムを用いた診療情報を共有できる連携シス 

テムの整備や専門医等の助言を得るための遠隔画像診断システムの整備等 

を支援する。 

  地域の拠点となる医療機関と３次医療機能を担う医療機関間において電 

子的な診療情報を共有できるネットワークシステムを整備するとともに、医 

療機関同士の連携の円滑化を図り、地域の医療機能を補完する。 

  さらに、災害時における医療機関間での情報共有機能の充実強化を図るた 

め、災害医療情報システムを導入する。 

 

 （事業内容） 

  紹介状、カルテ連携、診療予約システムのシステム基盤整備 

    災害医療情報システムの通信環境整備 

 

■対象地域で取り組む事業                       

 

（１）勤務医の就労環境の整備対策 

①【病診連携への支援】 

事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費   ６，６７５千円（基金負担） 

 

 （目的） 

近年、本県の中核病院においても、休日や夜間における過度の集中がみ

られ、医師の負担感が増す一因となっている。また、限られた医療資源を

有効に活用するためには、圏域の地域医療拠点病院などを中心とした病診

連携の促進を図ることが重要。そこで、勤務医の負担を軽減し、救急医療

体制の強化を図るために、地域の開業医の診療応援や在宅当番医制等に対

して支援を行い、病診連携の促進を図る。 

 

（事業内容） 
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・地域の開業医の診療応援に対する支援 基金負担 １，０９５千円 

 ・在宅当番医制等に対する支援     基金負担 ５，５８０千円 
 

 

 

 ②【院内助産所・助産師外来施設整備事業】  

  

  事業期間 平成２２年度から平成２５年度まで  

 総事業費 －千円 

基金負担      －千円 

事業者負担     －千円  

国負担       －千円  

 

   （目的）  

     助産師を活用した院内助産所及び助産師外来の開設により、不足が顕 

  著な産科医師の負担軽減を図る。  

 

   （事業内容）  

    国の補助事業を活用して、院内助産所及び助産師外来の開設のための 

  施設整備に必要な施設改修費を支援する。  

 

 （２）ドクターヘリの積極的活用 

①【ドクターヘリ導入事業】 

    事業期間  平成２３年度から 

    総事業費  ３７，８０３千円（基金負担） 

 

（事業内容） 

 ドクターヘリ導入に向けてのインフラ整備 

・地域ヘリポート整備  
 

（３）医療施設機能確保対策 

 

②【地域医療機能確保重点整備事業】  

事業期間  平成２２年度から平成２５年度   

  総事業費   ７０４，８１６千円 

 

 基金負担  １９８，８６２千円 

事業者負担 ５０５，９５４千円 

 
（目的） 

広域的な医療連携の取り組みや周産期医療体制の維持・確保等に資す

る設備整備を支援する。  

 

 
 
 

 
 
 
 

補助対象病院において事業実施を見合わせ  
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（事業内容） 

地域での拠点的機能を担う、二次救急医療機関、地域医療拠点病院、

周産期医療施設（分娩取扱い医療機関）等が、各病院の圏域における役

割を果たすため必要な設備の機能の向上等に対して支援を行う。 

 

③【情報ネット地域医療支援事業】 

事業期間  平成２２年度から 

総事業費  ４３１，９９４千円 

 
               

（目的） 

医師不足等による医療機関の機能低下の補完のために、離島・中山間地域

を中心として、電子カルテシステムを用いた診療情報を共有できる連携シス

テムの整備や専門医等の助言を得るための遠隔画像診断システムの整備等

を支援する。地域の医療機関間や地域の拠点となる医療機関と３次医療機能

を担う医療機関間において電子的な診療情報を共有できるネットワークシ

ステムを整備するとともに、専門医等の助言を得るための遠隔画像診断シス

テム等の導入を支援することで、地域の医療機能を補完する。 

 

（事業内容） 

  紹介状、カルテ連携、診療予約システムのシステム基盤整備 

 遠隔医療システムのシステム基盤整備 

  
 （４）がん予防・検診対策（がん診療医師のサポート等） 

  ①【がん診療医師等をサポートするための検診率の向上対策】 

事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで。 

総事業費  １１３，８８４千円(基金負担） 

 

  （目的） 

      本県の乳がん検診受診率は全国最下位、子宮頸がん検診は全国３８位と

低い状況にあり、受診率の向上を目指して各種事業を展開しているところ

である。検診受診率が向上することで、病院に勤務する医師の負担が増大

することを防ぐために、病院を取り巻く地域の開業医や検診機関の検診体

制の整備を図る。 

   また、高度ながん診療機器の有効活用のために、広く検診利用の促進を

図る必要がある。そのために、検診料の負担低減のための支援を行う。 

 

（事業内容） 

   ・開業医が行う、時間外の子宮頸がん検診に関する補助 

                     基金負担  ５，４８３千円 

    ・マンモグラフィー検診機器整備事業  基金負担１００，０００千円 

基金負担  ４２１，７９７千円  
事業者負担  １０，１９７千円  
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    ・「乳がん」の早期発見のための普及活動を展開するために乳がん模型を

整備               基金負担 １，２０３千円 

 ・高度ながん診療機器の活用促進     基金負担 ３，９９８千円  
 ・乳がん検診精度管理向上のための体制整備（人材育成） 

                     基金負担 ３，６９２千円   
 
  ②【がん診療医師等をサポートする体制の整備】  
    事業期間 平成２２年度から平成２５年度 

総事業費 ８７，４５８千円(基金負担） 

 

（目的） 

  がん診療医師の負担を軽減するためには、地域に応じた、効率的・効果的

な診療、患者支援、予防対策の展開が必要である。 

  そのために、がん診療連携拠点病院と連携する病院を指定し、医療従事者

研修、がん登録の実施拡大、相談機能の充実、普及啓発・がん診療情報の提

供の促進等を実施するための支援を行う。このことにより、がん診療情報の

充実と情報提供ネットワークの構築、専門相談員による相談機能の充実、県

民への情報提供機能の向上等を図り、がん診療医師の負担軽減を図る。 

 

  （事業内容） 

   ・がん情報等提供促進病院支援事業  基金負担 ２６，４９４千円 

  ・がん診療連携推進病院等機能強化事業 

          基金負担 ３７，６３９千円 

  ・がん医療従事者等研修支援事業   基金負担 ２３，３２５千円 

  

       

 

 地域医療再生計画が終了し、地域医療再生基金が無くなった後において

も、５に掲げる目標を達成した状態を将来にわたって安定的に維持するた

めに必要があると見込まれる事業については、平成２６年度以降も、引き

続き実施していくこととする。 

 
（再生計画が終了する平成２６年度以降も継続して実施する必要があると見

込まれる事業） 

 

                     （金額は、単年度事業予定額） 

①各種広報媒体を活用した情報収集 

  ・事業費  ５，５００千円 

 

７．地域医療再生計画終了後に実施する事業 

基金負担    １，５００千円 

県負担    ４，０００千円  
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②出張面談、地域医療視察ツアー 

  ・事業費  ３，９５０千円（県負担）  
③医学生奨学金 ※奨学金の（  ）は、２つの再生計画の貸与人数  
 ・大学を問わない医学生向け奨学金  

（平成２１年度までの貸与者に係る継続貸付金） 

  事業費  １２，７３９千円（県負担） 

 ・島根大学医学部緊急医師確保対策枠奨学金（５人枠） 

  事業費  ２２，４０２千円（県負担） 

・島根大学地域枠奨学金（１０人枠） 

事業費  ３１，４１０千円（県負担） 

・島根大学等定員増分医学生向け奨学金 

島根大学向け（１０人枠）  
事業費  ３１，４１０千円（県負担） 

鳥取大学向け（２人枠）  
      ６，２８２千円（県負担） 

④看護学生修学資金の貸与 

    事業費  １６，５００千円（県負担分） 

    ⑤ドクターヘリの積極的活用  
    事業費  ８７，５００千円 

 

 

 

       
⑥情報ネット地域医療支援事業 

事業費  ３０，０００千円（県負担） 

 

国庫負担    ４２，５００千円 

県負担    ４５，０００千円  
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島根県 地域医療再生計画 

(松江、出雲医療圏を後方病院に持つ、医師不足地域 

の隠岐、雲南医療圏及び安来市) 

 

～ 医師をはじめとした医療従事者の確保を重点化 ～ 

 

 

 

  島根県は、6,707 平方ｋｍの県土を有し（東京都の約 3 倍）、その県土は東西約 230
キロメートルと横長である。県東部の県庁所在地松江市から県西端の津和野町まで、JR
特急を利用して約３時間、車で約４時間を要し、交通の便には恵まれておらず、７つの

医療圏を設定している。また、離島を含め、広範な中山間地域を抱き、過疎地域では古

くから医師不足という問題を抱えている。 

 平成１８年の人口１０万対医師数は、２６３.１人で全国平均２１７.５人を上回って

いる。しかし、医師の約７割が、松江医療圏（県庁所在地）と出雲医療圏（大学病院所

在地）の２圏域に集中し、他の５つの医療圏は医師不足が深刻で、人口１０万対医師数

も全国平均を下回っている。 

 地域医療再生計画においては、医師不足が深刻な「浜田医療圏及び隣接の密接な連携

を持つ益田医療圏と大田医療圏」と「県東部の医師不足地域の隠岐医療圏・雲南医療圏

及び安来市）」を対象地域とする。 

 

 

 

 本地域医療再生計画においては、松江医療圏、出雲医療圏の医療機関を後方病院とす

る二つの医療圏（雲南医療圏、隠岐医療圏）及び松江医療圏でも医師不足が深刻な安来

市を対象地域とする。 

 雲南医療圏は、松江医療圏北部の中山間地域に位置し、１市２町（雲南市、奥出雲町、

飯南町）で構成されている。３市町村合わせて、面積 1,164 平方キロメートル、人口６.

４万人を有している。 

 隠岐医療圏は、島根半島の北東約 40～80Km の日本海上に位置する隠岐諸島で構成され

ている。隠岐諸島は 180 余の島からなる群島で、４つの島に人が住んでおり、最も大き

な島は島後（隠岐の島町）で、残り３つの島を併せて島前（西ノ島町、海士町、知夫村） 

と呼ばれている。４町村合わせて、面積は 346 平方キロメートル、人口２.３万人を有し

ている。  

 安来市は、松江医療圏の東端の中山間地域に位置し、面積は 421 平方キロメートルで、

人口４.３万人を有し、市北部に広範な過疎地を抱えている 

 対象地域では、１９７０年には最大人口約１２万２千人を有していたが、近年、人口

構造の変化に伴い、少子高齢化が深刻になってきており、特に高齢化率は３２．８パー

セントで、全国平均を大きく上回っている。 

１．島根県の医療提供体制の概要 

２．対象とする地域 
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 医療については、雲南医療圏には、公立雲南総合病院（病床数３３４床）、隠岐医療

圏の島後には、広域連合立隠岐病院（病床数１５０床）、島前には広域連合立隠岐島前

病院（病床数４４床）、安来市には安来市立病院（病床数１９９床）があり、それぞれ

各圏域の中核的な病院として、圏域・地域の医療を支えてきた。 

 しかし、全国的な病院勤務医師の不足を受け、各病院とも医師数が減少傾向にあり、

例えば、雲南総合病院では、平成１８年には２４人いた医師が平成２０年には１８人に

減少し、同様に安来市立病院では平成１８年の１９人が平成２０年には１７人に減少し

ている。隠岐病院では、医師数の減少はないが、産科医師不在による分娩取り扱の休止

や透析管理医師の不在など、基本的な診療体制の維持が困難となる状況に陥ることもあ

り、県からの緊急的な医師の派遣を受け診療体制を維持している。 

 対象地域の後方病院は、松江市や出雲市の中核的な病院である。松江市、出雲市は、

県内においては、比較的医師等の医療資源が充実している地域であるが、県内の３次医

療機能も担っており、医師の充足率は８０％程度で、十分な状況ではない。 

 医師不足により、対象地域の医療機能が低下し、対象地域の多くの患者が、松江市、

出雲市の医療機関に集中するようになれば、３次医療機能にも支障が生じ、県全体の医

療提供体制に大きな影響がでる。そのため、対象地域に勤務する医師等の医療従事者を

確保し、地域医療を維持するため計画を策定する。 

 

 

 

 本地域医療再生計画は、平成２２年１月８日から平成２５年度末までを対象として定

めるものとする。 

 

 

 
【医師数について】 

 

 (1) 平成２０年における本県の病院に勤務する現員医師数は県全体で８７６．４人 

   で、雲南医療圏は５病院で５３．８人、隠岐医療圏は２病院で２６．９人、松江  

  医療圏のうち安来市は５病院で４５．７人、対象地域の病院勤務医師数は、１２６. 

４人である。 

   ※現員医師数：非常勤医師も常勤換算して算入 

 (2) 同様に平成１８年における本県の病院に勤務する医師は県全体で８９６．９人、 

   雲南医療圏は６０．０人で、隠岐医療圏は２３．４人、安来市は５１．３人で対象 

   地域合わせて、１３４．７人である。 

    この３年間で、県全体で２０.５人減少し、そのうち８．３人が本計画の対象地 

   域での減少となっており、県内においても病院に勤務する医師の減少が著しい地域 

   である。 

 (3) 平成２０年の対象地域の診療科別の病院勤務の現員医師数については、内科  

    ４２．２人、精神科１１．７人、小児科５．３人、外科１２．９人、整形外科１６． 

３．地域医療再生計画の期間 

４．現状の分析 
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    ９人、脳神経外科２人、皮膚科２．６人、泌尿器科３．２人、産婦人科３．６人、 

   眼科３.６人、耳鼻咽喉科３．１、リハビリテーション科２人、放射線科２．１人、 

    麻酔科１．７人、その他の診療科０．１人である。平成１８年度と比較して、減少 

    数の多い診療科は、外科▲５．２人、内科▲３．３人、皮膚科▲１．２人、小児科 

    ▲１．３人、耳鼻咽喉科▲１．１人などであるが、ほとんどの診療科で医師数が減 

    少しており、特定診療科のみの問題ではなく、医療提供体制の存続の問題となって 

    いる。 

    また、同様に本県における平成２０年度の診療科別の病院勤務の現員医師数につ 

    いては、内科３０１.３人、精神科７９.８人、小児科４３.１人、外科１１９.３人、 

    整形外科８２.１人、脳神経外科２５.４人、皮膚科１２.９人、泌尿器科２８.６人、 

    産婦人科４２.８人、眼科１６.７人、耳鼻咽喉科１３.６人、リハビリテーション 

    科２０.９人、放射線科２５.４人、麻酔科３０.５人、その他の診療科３４.０人で 

    ある。平成１８年度と比較して、減少数の多い診療科は、外科▲１０.３、内科▲ 

    ８.３、放射線科▲７.２、泌尿器科▲５.１などであり、対象地域の減少傾向と似 

    通っており、県全体の減少傾向に対象地域の影響が色濃く表れている。 

 

【看護職員数について】 

 

(4)  平成２０年末現在における就業看護職員数（看護師、准看護師、保健師、助産師）

は、県全体で１０，６７０人であるが、そのうち雲南医療圏は７４８人、隠岐医療

圏は２９９人、安来市は５３２人であり、全体では１，５７９人である。 

   平成１８年末現在と比較すると、この２年間で県全体では３．１％増加している

が、雲南医療圏は２．６％増、隠岐医療圏は１．７％増、安来市は２．３％増とい

ずれも県平均を下回る伸びにとどまっている。 

(5) 一方、人口１０万人対では雲南医療圏は１，１７７人、隠岐医療圏は１，３４２

人、安来市は１，２４９人である。 

    いずれも全国平均（平成１８年末９６６人）は上回っているものの、県平均（１，

４７１人）は下回っている。 

(6) 看護職員の構成比は、雲南医療圏が看護師５２．７％、准看護師３９．７％、助

産師１．７％、保健師５．９％、隠岐医療圏が看護師５３．８％、准看護師３４．

８％、助産師２．３％、保健師９．０％、安来市が看護師５５．５％、准看護師４

１．２％、助産師０．２％、保健師３．２％である。 

   県全体では看護師６２．４％、准看護師３１．５％、助産師２．１％、保健師４．

０％であり、両医療圏、安来市とも看護師の比率が低く、准看護師の比率が高いこ

とが見て取れる。また、隠岐医療圏は保健師の比率が県内で最も高く、安来市は助

産師の比率が極端に低い。 

(7) 看護職員の勤務場所の構成比は、雲南医療圏が病院４８．９％、診療所１５．６

％、介護施設２２．２％、訪問看護ステーション２．９％、その他１０．３％で、

隠岐医療圏が病院４３．１％、診療所１１．４％、介護施設２８．４％、訪問看護

ステーション２．４％、その他１４．７％である。 
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いずれも県平均（病院５７．５％、診療所１８．２％、介護施設１２．７％）に

比較して病院、診療所の比率が低く、逆に介護施設の比率が高くなっており、特に

隠岐医療圏は顕著である。 

(8) 男性看護職員の比率（助産師除き）は県全体では３．３％であるが、雲南医療圏

が１．９％、隠岐医療圏が１．４％といずれも下回っており、とりわけ隠岐医療圏

は県内で最も比率が低い。一方、安来市は４．９％と高く、全国平均（平成１８年

末５.０％）並みである。 

 

【医療提供施設について】 

 

(9) 対象地域の病院数は、平成２１年４月現在、１２機関で、診療所数は平成２１年

４月現在１０９機関、そのうち有床診療所は、３機関となっている。 

(10) 平成２１年４月における療養病床及び一般病床の基準病床数は、松江医療圏と

雲南医療圏、隠岐医療圏合わせて４，０７０床であり、既存病床数は３，９３９

床で、１３１床が不足病床数となっている。 

(11) 圏内の病床利用率は、７７．９１％と県平均並であるが、平均在院日数は２０．

５３日と県平均と比べると長くなっている。 

(12) 対象地域の中核的役割を担う医療機関の施設整備については、松江医療センタ

ーが平成２１年、松江赤十字病院が平成２３年度、隠岐病院が平成２４年度の開

院を目指して新病院整備が進んでいる。 

 

【医療連携体制について】 

 

(13) ４疾病５事業を中心として各医療機関の役割分担は明確になっており、それぞ 

れの医療機能が維持・確保されることが必要である。 

(14) 医師不足等により、各圏域の中核的な病院の診療機能が低下し、松江、出雲医 

療圏の 3 次機能を持つ病院との機能分担が行われている。今後、更なる医療機能

の低下により、一般的な医療サービスが維持できなくなれば松江、出雲医療圏に

患者が集中し、県の 3 次機能にも支障が生じる恐れがある。 

     島根県医療計画（H20 年 4 月作成）では、限られた医療資源の中で患者により 

    良い医療が提供されるためには、プライマリーから３次医療までの医療機能の分 

   化と連携が重要で、圏域、県境を越えた医療連携の具体的な取り組みを地域の実 

   情に応じて推進することとしている。 

 

 ［救急医療体制］ 

(15) 初期救急については、かかりつけ医をはじめとして、在宅当番医制度（雲南医

療圏、隠岐医療圏、安来市）により対応している。 

(16)  入院治療に対応する二次救急については、公立雲南総合病院、町立奥出雲病院、

飯南町立飯南病院、平成記念病院（雲南医療圏）隠岐病院、隠岐島前病院（隠岐

医療圏）、安来市立病院といった救急告示病院が担っている。雲南医療圏の広島
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県境近くの地域においては、市立三次中央病院もその機能を担う。 

救急搬送については、搬送先医療機関は適切に対応しており、いわゆるたらい回

しの問題は起こっていない。 

(17)  重篤な患者に対する三次救急は、圏内の救命救急センターである松江赤十字病

院や出雲圏域の県立中央病院、島根大学医学部附属病院が対応し、安来市等県東

部においては、隣県の鳥取大学医学部附属病院もその機能を担っている。 

(18)  隠岐医療圏から本土の医療機関への救急搬送については、防災ヘリ等を活用し

た搬送先病院の医師搭乗によるヘリ搬送を年間約７０件実施している。 

 
 ［周産期医療体制］ 

(19)  周産期における比較的高度な医療を地域周産期母子医療センターである松江赤

十字病院が担い、それに加えて、公立雲南総合病院、町立奥出雲病院（雲南医療

圏）吉岡病院（安来市）が正常分娩を担っている。 

(20) 高度な医療を要するリスクの高い分娩については、出雲医療圏の島根大学医学

部附属病院や総合周産期母子医療センターである県立中央病院が対応し、安来市

等県東部においては、隣県の鳥取大学医学部附属病院もその機能を担っている。 

 
［小児救急を含む小児医療体制］ 

(21) 小児医療については、対象地域の診療所を中心に、かかりつけ医にかかること

を基本とし、初期小児救急は、在宅当番医制度（雲南医療圏、安来市）でも対応

している。 

(22)  入院を要する小児救急や小児専門医療は、松江市立病院、総合病院松江生協病

院、安来市立病院、公立雲南総合病院、町立奥出雲病院、隠岐病院が担っている。 

(23)  重篤な小児救急患者や高度な小児専門医療については、対象地域の救命救急セ

ンターである松江赤十字病院や出雲医療圏の県立中央病院、島根大学医学部附属

病院が対応し、安来市等県東部においては、隣県の鳥取大学医学部附属病院もそ

の機能を担っている。 

 

  ［がん対策］ 

(24)  隠岐、雲南医療圏と安来市には、がん診療連携拠点病院がないことから、松 
江医療圏の松江市立病院、松江赤十字病院、出雲医療圏の島根大学医学部附属病

院、島根県立中央病院が専門的ながん診療を担い、隠岐病院、公立雲南総合病院、

町立奥出雲病院、飯南町立飯南病院、平成記念病院が国内に多いがんの治療を行

う医療機能を担っている。 

 (25)  がん検診については、がん治療を行う医療機関での検診の他、厚生連、環境   
     保健公社が巡回検診を実施している。 

 

 ［その他］ 

(26) 島根県保健医療計画において、初期の医療から入院を要する医療、そして高度

・特殊な医療まで、圏域を越えて、それぞれの段階における役割分担を明確にし
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ている。 

(27) 医療機関の役割分担に基づいて、効果的な連携を図っていくために、地域連携

クリティカルパスの策定・運用の検討や、地域における諸課題解決のための方策

を検討する地域保健医療対策会議やその部会等を各圏域において開催している。 

(28)  平成 14 年に構築された紹介状・カルテ連携・診療予約ができる地域医療ネット

ワークシステムをベースに、かかりつけ医や周産期医療機関が適切な連携を行っ

て充実した医療を提供するための母子周産期ネットワークや特定検診システム等

で構築される「医療ネットしまね」が全県広範に運用されている。特に、隠岐圏

域においては、遠隔での画像等の診断による医療支援が可能な遠隔医療システム

やテレビ会議システムによる遠隔診断やカルテ情報共有による医療連携等が可能

な遠隔医療支援システムが稼働され、ＩＴを積極的に活用した地域医療支援が行

われている。 

(29) 医療機関、医師会、保健所、市町村等が連携協力し、地域における救急医療体

制、医療機関の役割分担の検討や住民の啓発を実施しており、市民参加型のシン

ポジウムが開催される等地域が一体となって地域医療を考える動きが隠岐医療圏

や雲南医療圏で出ている。 

 

 

 

 本計画対象地域の医療提供体制については、急性期～回復期～慢性期の各段階にお

いて、それぞれの医療機関が担う役割は明確化されている。 

 しかし、医師、看護職員等の医療従事者の不足により、その役割が十分に果たすこ

とができないことが課題となっている。 

 そのため、医師、看護職員の確保が必要であり、また、医療用のヘリコプターや遠

隔画像診断などマンパワー不足を補うための体制整備をはかる必要がある。 

 
【医師について】 

 

(1) 対象地域の病院勤務医は、県や全国平均と比較して、人口１０万人当たり医師数

が少なく、またここ３年間でも減少しており、地域医療の確保のためにはその傾向

に歯止めをかける必要があり、対象地域の医療を確保するうえで、医師の確保は喫

緊の課題である。 

(2) 県独自で行っている勤務医師実態調査（H18～）によれば、平成 20 年 10 月 1 日

現在で、対象地域で必要な病院勤務医師数は１８４．４人、現員数は１２６．４人、

差引不足数は５８人で現員数を必要数で除した充足率は６８.５％となっている。 

  全県ベースでは、必要数１１４６.４人、現員数８７６.４人、差引不足数２７０.

０人、充足率７６.４％であり、県内おいても対象地域の不足が顕著となっている。 

(3) 「充足率」の視点で診療科別に見ると、県全体としてリハビリテーション科（57.7

％）、救急（62.0％）、耳鼻咽喉科（63.0）の充足率が低い。 

   また、「不足数」の視点で見れば、内科（98.7 人）、外科（28.5 人）、整形外

５．課 題 
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科（17.1 人）の順で不足数が多い。 

  「地域に密着して医療を提供すべき診療科」という視点では、周産期分野の小児

科（13.9 人）や産科（10.5 人）、透析管理を行う泌尿器科（9.1 人）なども不足

が顕著である。 

   対象地域では、前述の診療科以外においても、医師が不足しており、また、診療

科を１人の医師が担っておりケース（いわゆる「１人医長」）が多く、医師ひとり

の減少がその診療科機能の廃止に繋がる。 

(4) 古くから医師不足という課題を抱えている島根県では、平成４年に「へき地勤務

医師確保協議会（現在の地域医療対策協議会の前身）」を設置して以来、現役の医

師を「呼ぶ」、地域医療を担う医師を「育てる」、現在地域医療を担っている医師

を「助ける」という３つの柱で、様々な医師確保対策を行ってきた。 

   平成９年から「ドクターバンク（現在「赤ひげバンク」と呼称）」、平成１０年

から「防災ヘリを活用した本土医師同乗による離島救急患者緊急搬送」、平成１１

年から「遠隔医療支援システム」、平成１２年から「へき地代診医制度」、平成１

４年から「奨学金制度」「地域医療実習」を開始し、平成１８年からは「医師確保

対策室」を設置し、医師を含め担当者７人で対策を行い、平成１４年からこれまで

４３名の医師を県外から招聘しているが、課題解消には至ってはいない。課題の解

消には、併せて、地域医療を担う使命感、意欲を持った多くの医師を養成すること

が必要である。 

(5) 島根県では、平成１４年からこれまで奨学金の貸与を受けた医学生が９２人お

り、平成２１年度には、そのうち８名が医師（以下「奨学金医師」）となり、県内

医療を支え始めている。今後、貸与を継続すれば、平成２６年度には、奨学金医師

が８０名、平成３０年度には１９０名となり、全ての奨学金医師がこの対象地域で

勤務するわけではないが、医師不足解消の大きな一助となると考えている。 

(6) 対象地域の医療を確保するためには、これまで継続的に行ってきた医師養成の成

果が大きく現れる平成２６年度までの間に効果の発現が期待できる集中的・即効性

のある医師確保・養成対策が重要である。そのため、初期・後期研修医を対象とし

た取組や効果の発現が早い奨学金制度などの対策が必要である。 

 

【看護職員について】 

 

(7) 本県では、就業看護職員の絶対数の増加にもかかわらず、平成１８年の７対１入

院基本料の新設に伴い、離島・中山間地域や中小病院を中心に看護職員の確保が困

難な状況が発生している。 

   ことに離島の隠岐島前部では他病院などから看護師派遣を受けて看護体制を維

持する状況に至っている。 

(8) 平成１８年末以降の２年間で看護職員数は県全体では３．１％増加しているのに

対して、雲南医療圏は２．６％の増、隠岐医療圏は１．７％の増、安来市は２．３

％の増にとどまっている。 

    人口１０万人対でも、県平均１，４７１人に対して、雲南医療圏は１，１７７人、



隠岐、雲南医療圏、安来市計画 

- 8 -

隠岐医療圏は１，３４２人、安来市は１，２４９人といずれも下回っており、特に

雲南医療圏が顕著である。 

(9) 平成２０年度に病院を対象に実施した｢看護職員実態調査｣によると、離島中山間

部や県西部地域の病院では採用計画の充足ができていない。県全体の計画充足率が

９０％であるのに対して、雲南医療圏は６６％、隠岐医療圏にいたっては１０％（１

０人中１人）である。 

   加えて、４月の新卒採用者は、約半数が出雲医療圏へ集中し、雲南医療圏では新

卒採用者の０．５％（１人）、隠岐医療圏では１．４％（３人）しか確保できてい

ない。 

(10) また、県全体の離職率は８．６％であるが、雲南医療圏は１０．２％とこれを

上回っている。 

    さらに、新卒者の１年以内の離職率は県全体で８．９％であるが、これも雲南

医療圏では１００％（１人採用１人離職）となっている。 

(11) また、県全体でも中途退職者数の４分の１程度（２４％）しか年度内に代替職

員を確保できていないところであるが、雲南医療圏は２９名の退職者に対して補充

１名、隠岐医療圏は４名の退職者に対して補充ゼロと深刻である。 

   休職者についても、県全体で休職者数の５分の１程度（２１％）しか年度内に代

替職員を確保できていないところであるが、雲南医療圏は２９名の休職者に対して

補充２名、隠岐医療圏は６名の休職者に対して補充ゼロとこの点も深刻である。 

(12) 同調査では、勤務環境の改善の面も含めると、県内病院全体でさらに３４０名

程度（部署間調整後。現員数の５．６％）の看護職員が必要と回答があった。 

   雲南医療圏で２９名、隠岐医療圏で５名が必要とされており、特に雲南医療圏は

現員数の８．２％相当と大きく不足している。 

(13) 平成２０年度に産婦人科病院・診療所を対象に実施した「助産師の配置に関す

る実態調査」によると、県全体で現員数の３５％に相当する６７名もの助産師がさ

らに必要と回答があった。平成１８年度に実施した同様の調査より１０名余り医療

機関が考える不足数が増加している。 

    隠岐医療圏は不足ゼロであるが、雲南医療圏が３名、安来市が２名の不足となっ

ている。 

(14) このような状況から、県内からの県内養成施設への進学促進、看護学生の県内

就職促進、勤務環境改善による離職防止、就業支援による離職者の再就業促進など、

看護職員を「育て」、「呼び」、「助ける」幅広い看護職員確保に向けた取り組み

が必要である。 

 

【医療提供施設について】 

 

(15) それぞれの医療機関が地域医療に果たすべき役割を持っているが、医師不足等

により、本来果たすべき医療機能の確保が難しくなっている状態にあり、医療機関

連携を一層推進して、機能確保に努めていくことが求められている。 

(16) 各圏域において中核的な役割を担う医療機関については、新築整備が行われた
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り、整備計画中の医療機関も多いが、老朽化、狭隘化している施設もあり、担うべ

き医療機能が的確に果たせるように適切な施設・設備整備を図る必要がある。 

（17） 医師不足等による診療機能低下等により、医療機関の運営も厳しくなってお

り、担うべき役割を確保していくため、適切な支援をしていく必要がある。 

 

【医療機能の確保・連携体制について】 

 

（18） 島根県保健医療計画（H20 年 4 月作成）では、限られた医療資源の中で患者に

より良い医療が提供されるためには、プライマリーから３次医療までの医療機能の

分化と連携が重要で、圏域、県境を越えた医療連携の具体的な取り組みを地域の実

情に応じて推進することとしている。 

(19) この医師不足により救急医療体制が厳しくなっている中、年間救急患者数の内、

入院患者の割合は、１４．１％（圏内救急告示病院）であり、病院への軽症者受診

の抑制が課題となっている。かかりつけ医への受診等適切な受診について引き続き

住民への周知徹底を図り、地域が一体となって救急病院の負担軽減の取組みを行う

必要がある。 

    対象地域では中山間地を多く抱えており、現場から救急告示病院までの搬送に１

時間以上要する場合や重篤な患者の救命救急センターへの搬送に１時間以上要す

る場合があり、搬送体制の強化が必要である。また、医師不足等による医療機関の

機能低下により、圏域内で重症外傷や心筋梗塞、脳梗塞等の決定的な処置を行うこ

とが困難なケースもあり、その対応が求められている。 

隠岐医療圏からの患者搬送については、防災ヘリを活用した搬送先病院の医師搭

乗による搬送も実施しているが、今後、現場救急による救命率向上を図り、一層の

医療機関連携が求められる中での広範な患者搬送に応えるため、ドクターヘリの導

入が求められている。ドクターヘリの導入・運用をしていく中で、深刻化する医師

不足に対応する派遣医師等スタッフの搬送等も含めた、島根県の医療の実情を踏ま

えた有効活用を図っていく必要がある。 

    また、救急医療をはじめ、県境を越えた医療連携の促進も必要である。 

(20)  平成１５年に分娩を取り扱う医療機関が６病院であったのが、平成２１年には

４病院のみとなっており、産科医の負担が増加するとともに、隠岐医療圏において

は経産婦でローリスク以外のケースについて本土での対応せざるを得ない状況が

生じている。 

助産師外来や院内助産を促進する等、限られた医療資源を一層有効に活用してい

く必要がある。 

(21)  がん対策については、検診体制の充実による予防・早期発見が重要であるが、

受診率が低いことから予防啓発と検診率の向上に取り組む必要がある。これに合

わせて未実施の地域がん登録を実施し、精度の高い検診の実現を図る。 

(22)  各医療機関が果たすべき医療機能を維持していくために、引き続き地域連携ク

リティカルパスの策定・運用の推進をはじめ、地域の課題解決に向けて関係機関

の情報共有、連携強化を進めるとともに、地域医療を支援するための地域が一体
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となった取組みを広げていく必要がある。  

(23)  既に「医療ネットしまね」をベースとした診療予約システムや遠隔画像診断シ

ステム、遠隔医療支援システム等各種システムのネットワークが全県に展開されて

いるが、医師不足等による医療機関の機能低下を補完し、限られた医療資源を有効

活用するためにＩＴを活用した医療連携を一層推進する必要がある。 

 

 

 

 

  役割が明確化された各医療機関がその機能を果たせるよう、医師、看護師等の医療

従事者を確保すると共に、マンパワー不足を補うための対策を実施することにより、

対象地域の医療提供体制の維持を図る。 

 
【医師について】 

 

病院に勤務する医師の充足率を７５％まで引き上げる。 

 

【看護職員について】 

 

第７次看護職員需給見通し（平成２２年３月中間取りまとめ予定）に基づく各医療圏

の需要数を確保する。 

 

 

 

１．医師の確保対策                             

                        

■県全体で取り組む事業                            

   

（１）現役の医師を「呼ぶ」対策 

    ①【県外からの医師の招聘】 

      事業期間  平成２１年度から平成２５年度まで 

      総事業費  ７５，４０９千円 

         基金負担 １２，８６９千円 

国庫負担   ８，４４０千円 

県負担  ５４，１００千円 

（目的） 

 医師不足の解消には、地域医療を担う使命感意欲を持った医師を養成していく必

要があるが、その効果の発現にはまだ時間がかかる。現在の医師不足を少しでも緩

和し、地域医療の崩壊を食い止めるため、県外からの現役の医師の招聘することも

必要である。 

 
 
 

７．目標達成のための具体的実施内容 

６．目 標 
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 本県では、これまで医事専門誌やインターネットの転職サイトなどの各種広報媒

体や大学医学部同窓会、医師会、県内高校同窓会など様々なネットワークを活用し

て県外医師の情報収集を行い、その情報を元に県外での出張面談や地域医療視察ツ

アーなどを実施し、医師の招聘に努めてきたが（H14～H20 実績:計 43 名）、医師不

足の深刻化状況を踏まえ、インターネットを活用した情報収集や出張面談を強化す

ると共に、取得した情報を一元的に管理するシステムを構築する。 

 また、大都市の一部の大規模な病院に集まっている若手医師等を県内の中核的病

院に招聘するため、派遣元の病院の逸失利益を負担する制度を設ける。さらに、地

域医療機関での勤務を前提に、中核的病院での研修を行う医師に対しては、研修を

行う病院に対し、指導経費等への支援を行う。  

 この他に、平成２１年度以降の県の地域医療再生計画の策定及び事業執行に係る

事務費について、計上する。                                                

  

（内訳） 

 ・各種広報媒体を活用した情報収集 

 ・県外の医学生や研修医への PR（合同説明会や交流会の開催） 

 総額    ４１，５４５千円 

基金負担  １０，６０５千円 

国庫負担   ８，４４０千円 

県負担   ２２，５００千円 

 ・「赤ひげバンク」登録医師等のデータ管理システム 

基金負担   １，０１４千円 

 ・県外大規模病院からの医師招聘に伴う損失補填等  

基金負担       ―千円 

 ・地域医療再生計画策定及び事業執行に係る事務費 

 基金負担   １，０５８千円 

 ・出張面談、地域医療視察ツアー（既存事業分） 

県負担   ３１，６００千円 

 

   （２）将来の地域医療を担う医師を「育てる」対策 

①【医学生への奨学金の拡充】 

       事業期間 平成２２年度から 

総事業費 ３７２，００２千円 

基金負担  １２５，１８９千円 
県負担   ２４６，８１３千円 

 

 現在本県では、島根大学地域枠推薦入学者を対象とした奨学金や平成２１年度か

らの緊急医師確保対策枠の奨学金、出身地・大学を限定しない奨学金など２８人枠

を設定しているところである。 

 この度の「経済財政改革の基本方針２００８」及び「経済財政改革の基本方針２
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００９」の方針を受け、島根大学医学部で１０人、鳥取大学医学部で島根県枠とし

て２人の入学定員が増加しており、この増加分に対応した奨学金や医師不足が深刻

な診療科に限定した奨学金制度を、既存制度を再構築したうえで新たに設定し、３

２人枠を確保したが、さらに、「新成長戦略」による平成２３年度医学部入学定員

が、島根大学医学部で２人、鳥取大学医学部で島根県枠として２人増加、平成２４

年度医学部入学定員では、鳥取大学医学部で島根県枠として１人増加すること、及

び不足診療科向け奨学金の枠の増も含め、３２人枠を４０人枠に拡大する。 

 

 また、奨学金の貸与を受けた医学生・医師がこれまで９２人おり、さらに、毎年

度３０人程度増加していけば、その債権管理には大きな労力が必要となってくるた

め、債権管理を効率的に行うための管理システムを構築する。 

 

（事業内容） 

＜既存事業分＞ 

 ・大学を問わない医学生向けの奨学金（平成２１年度までの貸与者に係る継続貸付金） 

                    県負担  ５４，０００千円 

 ・島根大学医学部地域枠推薦入学者向けの奨学金（１０人枠） 

                   県負担 １２６，９９０千円 

 ・島根大学医学部緊急医師確保対策枠奨学金（５人枠） 

                      県負担  ６３，５７３千円 

 ・しまね医学生特別奨学金（３人枠）県負担    ２，２５０千円 

＜再生計画（新規）事業分＞   

・島根大学医学部「経済財政改革の基本方針2008」による増員（5人）向け奨学金 

                    基金負担 ２９，４５１千円 

 ・島根大学医学部「経済財政改革の基本方針2009」による増員（5人）向け奨学金 

                    基金負担 ２８，３９８千円 

 ・鳥取大学医学部「経済財政改革の基本方針2009」による島根県枠（2人）向け 
奨学金             基金負担 １１，１８７千円 

 ・島根大学医学部「新成長戦略」による増員（２人）向け奨学金 

  基金負担  ８，０４６千円 

 ・鳥取大学医学部「新成長戦略」による島根県枠（２人）向け奨学金 

基金負担  ２，８２３千円 

・鳥取大学医学部「平成24年度医学部入学定員増」による島根県枠（１人）向け

奨学金              基金負担      －千円 

 

 ・不足診療科向け奨学金（８人枠） 基金負担 ４２，１８０千円 
 ※（  ）の貸与枠は、２つの再生計画（東部及び西部）の貸与人数 

 

・奨学金管理システム        基金事業  ３，１０４千円 
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②【後期研修医の確保・定着対策】 

事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで 

    総事業費  １４４，８８６千円（基金負担） 

 

（目的） 

 医師不足の解消には、地域医療を担う使命感意欲を持った医師を養成していく必

要があるが、医学生への働きかけは、その効果の発現に時間がかかる。現在の医師

不足を少しでも早く緩和し、地域医療の崩壊を食い止めるため、後期研修医を確保

し、県内定着を誘導する必要がある。 

 本県の初期臨床研修医数は、４０名～６０名程度で推移しており、後期研修医数

は、毎年、初期臨床研修医数の概ね７割程度となっている。この県内定着率を高め

るため、初期臨床研修医に対し、初期研修後、県内の指定する医療機関で、一定期

間の勤務（後期研修）することを返還免除条件とした研修資金貸付制度を新たに設

ける。 

 また、後期研修医の多くは、県内においては嘱託職員として雇用されている例が

多く、県内定着を誘導するためには、経済的支援も重要である。そのため、後期研

修医に対し、後期研修終了後に県内の指定する医療機関での一定期間の勤務を返還

免除条件とする研修資金の貸付制度を新たに設ける。 

 後期研修医等の確保には、プログラムの充実も必要であり、国内留学制度や研修

に必要なシミュレーター等の機器整備を行う。 

 また、外科や産科などの医師不足が深刻な状況にある診療科について、働きやす

い環境の整備や当該診療科を目指す若手医師などに対して県内医療機関が連携し

た地域密着型の養成システムを構築するために、医師、各医療機関、行政、大学

が協調して活動できる場としてのネットワーク作りに対して支援する。 

 

（内訳） 

・初期研修医向けの研修資金     基金負担  ２２，２００千円 

・後期研修医向けの研修資金     基金負担  ９１，５００千円 

  ・後期研修プログラムの充実に向けて研修期間中の国内留学を支援 

                  基金負担   ５，４１４千円 

・研修用医療技術トレーニング用の設備を支援 

基金負担   １５，０００千円 

      ・専門医、指導医の資格取得や研修指導医への支援 

基金負担    １０，７１４千円 

 ・診療単位でのネットワーク作りへの支援 

                  基金負担       ５８千円 

  

③【教育機関と連携した医師確保対策】 

事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで 

総事業費  １２０，０００千円（基金負担） 
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（目的） 

 これまで貸与してきた奨学金のうち、約９割が島根大学の医学生であり、今後も

その傾向は続くと想定され、また、県内勤務という返還免除条件を満たすためには、

多くの奨学金医師が島根大学勤務すると考えている。その奨学金医師の県内医療機

関への適正配置については、本人希望や地域医療機関の状況などを踏まえたうえ

で、大学との複雑な調整が必要となってくる。そのため、その調整を行う講座を寄

付講座として島根大学に設置する。 

 また、医師に地域に長く定着してもらうには、スキルアップのための研修機会を

確保することも必要であり、地域医療人育成のための魅力ある講座を島根大学に設

置する。併せて、必要となる機器整備への支援を行う。 

 

（事業内容） 

島根大学寄附講座の設置  

 

④【大学での地域勤務医師の育成のための体制強化】 

   事業期間 平成２２年度から平成２５年度まで 

   総事業費  ２７６，４００千円（基金負担）       

 

（目的） 

 県内の病院に勤務する医師の７割が大学からの供給であり、地域医療を維持して

いくためには、大学の果たす役割は大きく、大学における卒前・卒後教育、臨床、

研究といった大学の機能を強化し、魅力あるものにしていく必要がある。 

 そこで、大学での地域勤務医師育成のため、大学の指導医、専門医のスキルアッ

プや研修医の研修内容の充実など医育機関としての指導体制等の充実に向けた支

援を行う。 

 

（事業内容） 

大学での地域勤務医師育成のための体制整備に向けた支援 

  

■対象地域で取り組む事業                           

 

（１）将来の地域医療を担う医師を「助ける」対策 

 

①【対象地域医療機関への勤務誘導対策】       

事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費  １５７，６３４千円 

 

 

 

基金負担    ８４，３１７千円 

事業者負担   ７３，３１７千円 
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（目的） 

対象地域の医療機関は、中山間地域の中小の医療機関なども多く、そのような地

域へ医師の着任を誘導するためには、魅力あるインセンティブが必要である。 
そこで、診療をしながら医師のスキルアップを図ることができるよう研修資金の

支援を行う。 

 また、対象地域の病院では、医師不足により、主に大学付属病院からの非常勤医

師の応援を受け、診療体制を維持し、日直・当直の当番医を確保することが常態化

している。県外の大学付属病院からの応援も多い。病院経営上、その交通費負担が

大きな負担となり、そのため、必要な非常勤医師を雇用できず、常勤医師の負担が

増加し離職に繋がるなど悪循環が生じている。根本解決は、常勤医師の確保だが、

これまでの「育てる」対策の効果が発現するまでは、その交通費負担への支援を行

う。 

 

（事業内容） 

・地域勤務医師の研修資金への支援  ７，０００千円（基金負担分）        

・非常勤医師の交通費への支援         １３２，１６８千円 

 

 

 

２．看護職員の確保対策                            

 

■県全体で取り組む事業（運営に係る事業）                   

 

（１）県内進学促進対策（県内養成所の魅力向上） 

 

①【養成所専任教員の資質向上のための研修事業】 

   事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで 

総事業費   ３，３７４千円（基金負担分） 

 

（目的） 

  専任教員は、カリキュラムをより効果的に教授することや、各教育課程で示された

看護基礎教育卒業時に全ての学生が修得しておく必要がある技術項目について、学生

に適切な技術指導を行い、確実に到達目標に導くことが求められている。 

 このため、専任教員は専門領域における教授方法の研修や、看護実践現場での研修を

受け、自己研鑽に努めることとされており、研修を受けることにより、質の高い教員

の育成を図る。 

 

（事業内容） 

  専任教員の資質向上に繋がる各種研修等を受講するための経費負担及び当該職員

が研修を受講する期間にかかる代替職員を雇用する経費負担を支援する。 

 

②【養成所専任教員と看護師の人事交流支援事業】 

事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで 

   総事業費   ― 千円（基金負担） 

基金負担  ６６，０８４千円 

事業者負担 ６６，０８４千円 
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（目的） 

 新カリキュラムが求める看護実践能力を身につけた看護職員を養成するためには、

教える側の専任教員についても、より実践指導能力を高めることが必要である。 

 そのため、長期間臨床現場から離れている専任教員の臨床現場での研修が必要であり、

看護現場での長期研修を実施し、専任教員の実践指導能力の維持・向上を図る。 

 

（事業内容） 

  長期間臨床現場を離れている養成所の専任教員を対象として、臨床現場の看護師と

の人事交流等の長期研修を行う経費を支援する。 

 

③【養成所の教育環境整備事業】 

  事業期間  平成２２年度及び平成２５年度中 

  総事業費  ２４，１３０千円 

 

 

 

 

（目的） 

  現在、看護学生は、心身への浸襲を伴う看護技術を、患者自らに直接提供する機会 

が得にくくなっていることから、臨地実習で獲得できる実践能力に限界があると言わ 

れている。 

 このため、新カリキュラムでは、専門講義だけでなく、演習が強化されることとなっ 

ており、実践能力を高めるため、卒業後、臨床場面等で実施する機会が多い技術を、 

学内で演習し実施できるまでの技術力を高めることが求められている。 

 そのため、臨床場面を疑似体験できるような用具（教材）の環境整備を行い、より質 

の高い授業を学生に提供する。 

  また、県内養成所の多くは、建設から相当年数が経過して施設の老朽化が顕著にな 

っている。 

 このため、定期的な維持修繕を行い、建物の寿命を延命化することが必要であり、建 

物リフレッシュ（修繕）工事を実施することにより、教育環境を整備し、県内養成所 

のイメージアップを図る。 

  さらに、狭隘な図書室の拡充等、養成所の施設改修を支援し学習環境の充実を図る。 

 

 （事業内容）  

  新カリキュラムへの対応等看護実践能力強化のための備品整備及び各種修繕・改修 

工事を支援する。 

 

 （内訳） 

  ・看護実践能力強化のための備品整備 基金負担        － 千円 

  ・建物リフレッシュ（修繕・改修）  基金負担  １２，４７４千円 

                    事業者負担 １１，６５６千円  

基金負担   １２，４７４千円 
事業者負担   １１，６５６千円 



隠岐、雲南医療圏、安来市計画 

- 17 -

 

（２）県内就職促進対策 

 

①【看護職員確保特別資金貸与事業】 

   事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで 

総事業費  １６８，８５２千円 

 
 

 

 

（目的） 

 県外看護師養成施設で学ぶ看護学生をはじめとして、県内出身者であっても県外で

の勤務を志向する看護学生が多い中、県内医療施設での勤務への経済的なインセンテ

ィブを与えることで、対象地域における看護職員確保に繋げる。 

 

（事業内容） 

 看護学生修学資金制度（各年度４０名新規貸付け）を拡充し、基金を活用した資金

貸与枠を設ける。 

  ・再生計画事業分（新規分）      ６３，０００千円（基金負担）   
  ・既存事業分            １０８，８５２千円（県負担） 
 

 

■対象地域で取り組む事業                            

 

（１）県内就職促進対策 

 

①【新人看護職員の確保に関する支援事業】 

  事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで 

総事業費  １２，１００千円（基金負担） 

 

（目的） 

 各病院が県外の養成所に出向くなど、看護学生に対する積極的、モデル的な勧誘活

動を支援することにより看護職員確保に繋げる。 

 

（事業内容） 

  新人看護職員の確保対策に積極的に取り組む先進的な病院に対して、勧誘活動に要

する経費を支援する。 

 

（２）離職防止・再就職促進対策 

 

①【離職防止・再就職促進事業】 

  事業期間 平成２２年度から平成２５年度まで 

総事業費 １４９，７７２千円 

 

 

 

 
 

基金負担    ６０，０００千円 

県負担    １０８，８５２千円 

国庫負担   ３７，９８６千円 

基金負担     １１，５９３千円 

事業者負担  １００，１９３千円 
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（目的） 

 看護職員の確保と定着を図るためには、看護職員のワーク・ライフ・バランスを

実現する必要がある。 

 このため、病院のユニークな発想や企画力を活かして、二交替制度や短時間正規

職員制度などの多様な勤務形態の導入による職員確保の試行を行なったり、病院に

おける職場研修体制のレベルアップに取り組むなど、看護職員の離職防止・再就職

促進のための事業を支援する。あわせて、よりよい勤務環境構築のためのアイデア

を蓄積し県内病院へ情報発信する。 
 

（事業内容） 

 二交替制度や短時間正規職員制度等の試行のため新たに短時間正規職員や代替

職員を採用した場合の人件費、離職防止・再就職促進を目的とした職場研修充実に

要する研修開催費、潜在看護師に対する復職研修や県外看護師の県内病院へのＵＩ

ターン促進への取り組みなど、離職防止・再就職促進のための事業に要する経費の

負担を支援する。 

  

②【先輩看護職員キャリアアップ応援事業】 

事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで 

総事業費  １０，６３０千円（基金負担） 

 

（目的） 

 医療の高度化、在院日数の短縮化の傾向、医療安全に対する意識の高まりなどの

県民のニーズの変化を背景に、臨床現場で必要とされる臨床実践能力と看護基礎教

育で習得する看護実践能力との間に乖離が生じており、このことが新人看護職員の

離職の一因となっているのではないかとの指摘がある。 

 このため、新人看護職員が病院において指導担当看護職員から十分な職場研修を受

ける体制を構築することで、新人看護職員の離職防止を図る。 

 

（事業内容） 

 病院において新人職員を指導する看護職員がキャリアアップするための研修を

受講するための経費、当該職員が研修を受講する期間にかかる代替職員を雇用する

経費、新人看護職員の職場研修参加経費などの負担を支援する。 

 

③【医療従事者に対するメンタルヘルス支援事業】 

 事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで 

総事業費  ４，３６３千円（基金負担） 

 

（目的） 

  近年、医療技術の進歩や県民の医療ニーズの多様化により、医療現場で働く看護職

員のストレスは益々増大するとともに、夜勤を伴う勤務形態は家庭事情などへの緊急

対応は困難で、ワークライフバランスがとりにくい環境と考える。 

 こうした状況の中で、看護職員の心の健康を支えることにより看護職員の離職防止に

資する。 

 

（事業内容） 

  臨床心理士による個別悩み相談など、メンタルヘルス対策に積極的に取り組む先進

的な病院に対して、経費を支援する。 
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３．助産師の確保対策                              

 

■県全体で取り組む事業                             

 

①【助産師確保コーディネーターの設置】 

 事業期間  平成２３年度から平成２５年度まで 

総事業費   ― 千円（基金負担） 

 

（目的） 

 県外の施設で就業している助産師や県内へのＵターンを希望する有資格者を把握

して、島根県への就職を働きかける。 

 

（事業内容） 

 県内施設への就職斡旋を行うコーディネーターを設置する。 

  

②【助産師確保特別資金貸与事業】 

  事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで 

総事業費  ４１，４００千円（基金負担） 

 

（目的） 

  助産師養成課程で学ぶ看護学生に対して、県内医療施設での勤務への経済的なイン

センティブを与えることで、対象地域における助産師確保に繋げる。 

 

（事業内容） 

  看護学生修学資金制度（各年度４０名新規貸付け）を拡充し、助産師に特化した資

金貸与枠を設ける。 

 

③【助産師派遣・交流事業】 

  事業期間   平成２３年度から平成２５年度まで 

総事業費    ― 千円（基金負担） 

 

（目的） 

  大規模病院から圏域への助産師の派遣・相互交流を行う仕組みを構築し、助産師外

来等の開設を促進する。 

 

（事業内容） 

  大規模病院に助産師派遣枠を設けて助産師を確保し、県西部の医療施設を中心に一

定期間の派遣・相互交流を行う。 

 

■対象地域で取り組む事業（運営に係る事業）                   

 

①【中高校生の一日助産師体験】 

  事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで 

総事業費  ３７１千円（基金負担） 

 

（目的） 

事業開始時の助産師派遣想定医療機関からの派

遣が困難になり、事業実施を見合わせ 

計画策定後に、県内の助産師養成施設の定員増や

新たな助産師養成コースが開設され、県内確保が

見込めることから、事業実施を見合わせ 
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  中高校生に対して助産師の魅力をＰＲすることにより、助産師を目指す看護学生を

確保する。 

 

（事業内容） 

  助産師外来、院内助産を実施している施設が、中高校生の一日助産師体験を受け入

れるための経費負担を支援する 

 

４．医師不足を補うための対策                         

  

■県全体で取り組む事業                             

 

（１）勤務医の就労環境の整備対策 

①【医師事務作業補助者の雇用への支援】       

事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費  ７７，４２９千円（基金負担） 

 

 

（目的） 

 勤務医の過重労働が医師不足の原因としてあげられる中、医師の業務を軽減し、

本来の診療業務に専念させるため、事務作業を担う医師事務作業補助者を設置し、

書類記載、オーダリングシステムへの入力など役割分担を推進する必要がある。対

象地域へ医師を供給するためには、松江圏域・出雲圏域の医師の過重労働を軽減し、

対象地域への勤務を誘導する必要があり、県全体での取組みとする。 

 過重労働の抜本解決は、常勤医師の確保だが、これまでの「育てる」対策の効果

が発現するまでは、国補助事業を活用した医師事務作業補者の雇用のための支援を

行う。 

 

 ②【女性医師等の就労環境の支援】 

事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費   ３，８４２千円（基金負担） 

 

 （目的） 

  女性医師等の出産、育児等と勤務の両立を図り、医師等の離職防止、復職支援につ

ながる短時間正規雇用等の取組みに対する支援を行う。 

 
（事業内容） 短時間正規雇用等に対する支援    

 

③【地域医療を守る普及啓発支援事業】 

事業期間 平成２２年度から平成２５年度 

総事業費 ４０,７９８千円（基金負担） 
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   （目的） 

１次、2 次・３次と段階に応じた医療機関の役割や、コンビニ受診抑制等につ

いて、医療機関を利用する側の理解を深めていくことが重要である。そのために、

住民、医療機関、行政等が一体となった地域が主体の取組みを支援して広げてい

くことが重要である。 

また、小中学生の頃から地元の医療状況を学ぶことで、将来、医療従事者とし

て地元を守ろうとする思いの醸成を図るとともに、家庭で地域医療について話し

合う機会もできることから、医療機関を利用する側の理解がより深まることに繋

がる。 

 

（事業内容） 

  ・地域、地域の医療資源が有効に機能するよう普及啓発活動を行う団体、医師会、

病院等を支援する。 

・地域医療の実情の普及啓発を図る授業等を行う小中学校を支援する。 

 

④【助産師卒後教育研修プログラム構築・運用】 

   事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで 

  総事業費  ５，１９１千円（基金負担） 

 

    （目的） 

      新人助産師に対して経験年数に応じた実習研修を実施することにより助産師本

来の機能を発揮できるようにし、不足が顕著な産科医師の負担軽減を図る。 

 

    （事業内容） 

     新人助産師卒後研修プログラム（助産師の経験年数別に必要な研修プログラム） 

を作成し、受入実習施設において実習を行う。 

 

（２）ドクターヘリの積極的活用 

 ①【ドクターヘリ導入事業】 

事業期間  平成 21 年度から 

総事業費  ５３０，９７７千円 

 

 

 

（注）一部について、今後の運用益又は入札差金額等により 

発生する見込みの基金余剰額を財源とする。なお、財 

源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に 

満たないこととなった場合は、県負担により事業を実 

施する。 

（目的） 

      東西に細長く離島や中山間地を抱え、かつ、医師不足等が深刻な状況の中で、患

者や医師を短時間で搬送・移動できる点、振動が少なく患者の身体的負担軽減が図

れる点で医療分野でのヘリコプター利用は有効であり、ドクターヘリを導入し、島

根県の医療の実情にあった活用を行う。 

基金負担    ４１０，５８２千円(注) 

国庫負担   １２０，３９５千円 
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ドクターヘリを導入すれば、医師による現場での迅速な対応により救命率の向上

が図られ、一層の広域的連携が求められる中、ますます増加する広域搬送にも有効

に対応していくことができる。 

 さらに、中山間地を中心に医師不足が深刻になっている中、島根県防災ヘリコプ

ター等との相互補完体制を整えながら、医療スタッフ搬送等にも活用していく。 

 また、ドクターヘリ導入に向けたインフラ整備等を整える間、チャーターヘリを

使った医師等スタッフ搬送等に取り組む。 

  

（事業内容） 

 ・導入準備調査・検討会経費（Ｈ２１年度）  基金負担    ９４０千円 

 ・ドクターヘリ導入に向けてのインフラ整備  基金負担１１７，７９４千円 

   基地ヘリポート整備（格納庫、給油施設等） 

 ・ドクターヘリ導入に向けての運航調整経費  基金負担 １５，２１０千円 

 ・導入までのチャーターヘリ経費       基金負担 １６，４２４千円 

 ・ドクターヘリ運航経費（2.5 年間）    ３６４，４５８千円 

 

 

 

           

 ・格納庫、給油施設等保守、デジタル無線化  基金負担 １６，１５１千円 

 

（３）医療施設機能確保対策 

①【情報ネット地域医療支援事業】 

事業期間  平成２２年度から 

総事業費  ２６５，９１０千円 

２４６，３８７千円（基金負担）（注） 

 １９，５２３千円（事業者負担） 

（注）一部について、今後の運用益又は入札差金額等により 

発生する見込みの基金余剰額を財源とする。なお、財 

源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に 

満たないこととなった場合は、県負担により事業を実 

施する。 

（目的） 

医師不足等による医療機関の機能低下の補完のために、離島・中山間地域を中心

として、電子カルテシステムを用いた診療情報を共有できる連携システムの整備や

専門医等の助言を得るための遠隔画像診断システムの整備等を支援する。 

地域の拠点となる医療機関と３次医療機能を担う医療機関間において、電子的な

診療情報を共有できるネットワークシステムを整備することで、医療機関同士の連

携の円滑化を図り、地域の医療機能を補完する。 

さらに、災害時における医療機関間での情報共有機能の充実強化を図るため、災

害医療情報システムを導入する。 
 

（事業内容） 

  紹介状、カルテ連携、診療予約システムのシステム基盤整備 
災害医療情報システムの整備 

基金負担   ２４４，０６３千円 

国庫負担   １２０，３９５千円 
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■対象地域で取り組む事業                          

  

 （１）勤務医の就労環境の整備対策 

①【病診連携への支援】 

事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで  

総事業費  ４，６５５千円（基金負担） 

 

 （目的） 

近年、本県の中核病院においても、休日や夜間における過度の集中がみられ、医師

の負担感が増す一因となっている。また、限られた医療資源を有効に活用するため

には、圏域の地域医療拠点病院などを中心とした病診連携の促進を図ることが重要。

そこで、勤務医の負担を軽減し、救急医療体制の強化を図るために、地域の開業医の

診療応援や開業医の在宅当番医制に対して支援を行い、病診連携の促進を図る。 

 

（事業内容） 

  ・地域の開業医の診療応援に対する支援     ８５５千円（基金負担） 

  ・在宅当番医制等に対する支援       ３，８００千円（基金負担） 

 
 

  ②【院内助産所・助産師外来施設整備事業】 

     事業期間  平成２２年度から平成２５年度まで 

      総事業費   ― 千円 

 

 

 

 

 

   （目的） 

     助産師を活用した院内助産所及び助産師外来の開設により、不足が顕著な産科医

師の負担軽減を図る。 

 

   （事業内容） 

    国の補助事業を活用して、院内助産所及び助産師外来の開設のための施設整備に

必要な施設改修費を支援する。 

 

 （２）ドクターヘリの積極的活用 

 ①【ドクターヘリ導入事業】 

    事業期間   平成２３年度から 

   総事業費   ３９，０８７千円（基金負担） 

 

（事業内容） 

 ドクターヘリ導入に向けてのインフラ整備  

基金負担       ―  千円 

事業者負担     ―  千円 

国負担         ―  千円 
計画対象地域で事業に取り組む医療

機関が出てきていないので、事業実

施を見合わせ。 
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  ・地域ヘリポート整備 

 

（３）医療施設機能確保対策 

①【地域医療機能確保重点整備事業】  

事業期間   平成２２年度から平成２５年度   

総事業費    ４６１，７４４千円 

 

 

 

（目的） 

広域的な医療連携の取り組みや周産期医療体制の維持・確保等に資する設備

整備を支援する。 

 

（事業内容） 

地域での拠点的機能を担う、二次救急医療機関、地域医療拠点病院、周産期

医療施設（分娩取扱い医療機関）等が、各病院の圏域における役割を果たすため

必要な設備の機能の向上等に対して支援を行う。 

 

②【情報ネット地域医療支援事業】 

   事業期間  平成２２年度から 

  総事業費   ３９７，３８８千円 

 

 

 

 

（目的） 

医師不足等による医療機関の機能低下の補完のために、離島・中山間地域を中心

として、電子カルテシステムを用いた診療情報を共有できる連携システムの整備や

専門医等の助言を得るための遠隔画像診断システムの整備等を支援する。地域の医

療機関間や地域の拠点となる医療機関と３次医療機能を担う医療機関間において電

子的な診療情報を共有できるネットワークシステムを整備するとともに、専門医等

の助言を得るための遠隔画像診断システム等の導入を支援することで、地域の医療

機能を補完する。 
 

（事業内容） 

   紹介状、カルテ連携、診療予約システムのシステム基盤整備 

  遠隔医療システムのシステム基盤整備 

   

（４）がん予防・検診対策（がん診療医師のサポート等） 

   ①【がん診療医師等をサポートするための検診率の向上対策】 

     事業期間   平成２２年度から平成２５年度まで 

基金負担    １４９，０２８千円 

事業者負担  ３１２，７１６千円 

基金負担    ３８５，１２２千円 

事業者負担   １０，０７７千円 

国負担     ２，１８９千円 
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    総事業費   １８９，７１４千円(基金負担） 

 

    （目的） 

      本県の乳がん検診受診率は全国最下位、子宮頸がん検診は全国３８位と低い状況

にあり、受診率の向上を目指して各種事業を展開しているところである。検診受診

率が向上することで、病院に勤務する医師の負担が増大することを防ぐために、病

院を取り巻く地域の開業医や検診機関の検診体制の整備を図る。 

 

  （事業内容） 

   ・開業医が行う、時間外の子宮頸がん検診に関する補助 

                    基金負担       －千円 

    ・マンモグラフィー検診機器整備事業 基金負担 １５０，０００千円 

  ・子宮がん検診車の整備       基金負担  ３４，５４５千円 

    ・「乳がん」の早期発見のための普及活動を展開するために乳がん模型を整備 

                    基金負担   １，４７６千円 

  ・乳がん検診精度管理向上のための体制整備（人材育成） 

                    基金負担   ３，６９３千円 

 

②【がん診療医師等をサポートする体制の整備】 
    事業期間  平成２２年度から平成２５年度 

総事業費  ５２，０８２千円(基金負担） 

 

（目的） 

  がん診療医師の負担を軽減するためには、地域に応じた、効率的・効果的な診療、

患者支援、予防対策の展開が必要である。 
  そのために、がん診療連携拠点病院と連携する病院を指定し、医療従事者研修、が

ん登録の実施拡大、相談機能の充実、普及啓発・がん診療情報の提供の促進等を実施

するための支援を行う。このことにより、がん診療情報の充実と情報提供ネットワー

クの構築、専門相談員による相談機能の充実、県民への情報提供機能の向上等を図り、

がん診療医師の負担軽減を図る。 
  （事業内容） 

  ・がん情報等提供促進病院支援事業   基金負担  ２８，７５７千円  

・がん医療従事者等研修支援事業    基金負担  ２３，３２５千円  

 

 

 

 地域医療再生計画が終了し、地域医療再生基金が無くなった後においても、５に 

掲げる目標を達成した状態を将来にわたって安定的に維持するために必要があると 

見込まれる事業については、平成２６年度以降も、引き続き実施していくこととす 

る。 

７．地域医療再生計画終了後に実施する事業 
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（再生計画が終了する平成２６年度以降も継続して実施する必要があると見込まれる事

業） 

                     （金額は、単年度事業予定額） 

①各種広報媒体を活用した情報収集 

  ・事業費  ５，５００千円 

 

 

 

②出張面談、地域医療視察ツアー 

  ・事業費  ３，９５０千円（県負担）  
 

③医学生奨学金 ※奨学金の（  ）は、２つの再生計画の貸与人数 
 ・大学を問わない医学生向け奨学金 

（平成２１年度までの貸与者に係る継続貸付金） 

  事業費  １２，７３９千円（県負担） 

 ・島根大学医学部緊急医師確保対策枠奨学金（５人枠） 

  事業費  ２２，４０２千円（県負担） 

・島根大学地域枠奨学金（１０人枠） 

事業費  ３１，４１０千円（県負担） 

・島根大学等定員増分医学生向け奨学金 

島根大学向け（１０人枠） 
事業費  ３１，４１０千円（県負担） 

鳥取大学向け（２人枠）  
      ６，２８２千円（県負担） 

④看護学生修学資金の貸与 

    事業費  １６，５００千円（県負担分） 

    ⑤ドクターヘリの積極的活用 
    事業費  ８７，５００千円 

 

 

      ⑥情報ネット地域医療支援事業 

事業費  ３０，０００千円（県負担） 

基金負担    １，５００千円 

県負担    ４，０００千円 

国庫負担    ４２，５００千円 

県負担    ４５，０００千円 
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